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代
理
母
関
係
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―
ド
イ
ツ
法
、
比
較
法
及
び
国
際
私
法
―
―
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最
も
広
い
意
味
に
お
け
る
「
代
理
母
関
係
」
は
、
子
を
望
ん
で
い
る
が
、
自
分
自
身
で
子
の
出
産
や
懐
胎
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

又
は
、
そ
の
役
割
を
負
う
つ
も
り
が
な
い
女
性
の
た
め
に
、
別
の
女
性
が
、
子
の
出
産
に
つ
い
て
、
す
べ
て
又
は
そ
の
一
部
を
代
理
す

る
場
合
に
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
母
と
な
る
こ
と
の
補
助
（M

u
ttersch

aftsh
ilfe

）」
は
決
し
て
新
し
い
現
象

で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
婚
姻
中
に
子
が
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
既
に
数
千
年
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
行
わ
れ
て
い
る
補
助
手

段
で
あ（
１
）

る
。
も
っ
と
も
、
人
工
授
精
や
そ
の
他
の
授
精
技
術
の
可
能
性
は
、
代
理
母
関
係
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
予
想
し
え
な
か

っ
た
よ
う
な
広
い
活
動
の
場
を
開
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
は
以
前
に
は
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
問
題
で
あ
っ
た
の
が
、
全
社
会

的
に
重
要
な
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
倫
理
的
、
宗
教
的
、
社
会
的
、
医
学
的
及
び
法
律
的
な
問
題
に
鑑
み

れ
ば
、
お
よ
そ
七
〇
年
代
か
ら
、
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
で
、
そ
し
て
、
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
に
お
い
て
、
大
変
激
し
く
議
論

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
、
超
国
家
的
な
規
制
手
段
も
そ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い（
２
）

る
。
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以
下
で
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
特
に
ド
イ
ツ
の
実
質
法
に
焦
点
を
お
く
。
そ
の
発
展
は
、
前
世
紀
の
八
〇
年
代
と
九
〇
年
代
に
議
論

が
最
高
潮
を
迎
え
た
後
、
ほ
ぼ
落
ち
着
い
て
い
る
が
、
決
し
て
終
了
し
た
も
の
で
は
な
い
。
次
に
、
比
較
の
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
外

国
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
―
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
例
示
的
に
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
各
国
の
法
規
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
こ
と
は
、
国
際
的
な
人
的
交
通
が
容
易
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も
あ
い
ま
っ
て
、「
代
理
母
ツ
ア
ー
」
の
可
能
性
を
引
き
起
こ
す
こ

と
に
な（
３
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
最
後
に
は
、
国
際
私
法
上
の
問
題
も
一
瞥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

Ｂ

ド
イ
ツ
の
実
質
法

�

法
的
基
盤

代
理
母
関
係
に
関
し
て
も
重
要
な
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
憲
法
（
一
九
四
九
年
基
本
法
）
に
始
ま
り
、
民
法
（
ド
イ
ツ
民
法
及
び

そ
の
関
連
法
）、
そ
し
て
、
刑
法
（
ド
イ
ツ
刑
法
及
び
そ
の
関
連
法
）
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
の
一
般
的
枠
組
み
で
あ
る
。
憲
法

は
、
す
べ
て
の
法
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
拘
束
力
の
あ
る
評
価
原
則
（verbin

dlich
W

ertu
n

gsgru
n

dsätze

）
を
定
め
る

も
の
で
あ（
４
）

る
。
憲
法
に
関
し
て
言
う
と
、
代
理
母
関
係
に
つ
い
て
は
特
に
、
次
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

す
べ
て
の
人
間
が
そ
の
出
生
の
始
め
か
ら
有
す
る
譲
渡
不
可
能
な
人
間
と
し
て
の
尊
厳
（
ド
イ
ツ
基
本
法
一
条
）、
す
べ
て
の
人
間
の

一
般
的
人
格
権
（
ド
イ
ツ
基
本
法
一
条
、
二
条
、
家
族
計
画
、
生
殖
の
自
由
、
及
び
、
自
ら
の
血
統
を
知
る
権（
５
）

利
も
含
む
）、
さ
ら
に

婚
姻
及
び
家
族
の
保
護
（
ド
イ
ツ
基
本
法
六
条
一
項
）、
そ
し
て
、
子
に
対
す
る
国
家
共
同
体
の
上
位
責
任
（
ド
イ
ツ
基
本
法
六
条
二

項
二
号
）
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

立
法
者
は
代
理
母
に
関
す
る
特
別
の
法
規
定
を
個
別
に
公
布
す
る
だ
け
で
あ
り
、
体
系
的
な
一
つ
の
法
は
存
在
し
な（
６
）

い
。
ま
ず
第
一

歩
と
し
て
は
、
一
九
八
九
年
に
代
理
母
の
斡
旋
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
禁
止
は
、
機
能
的
な
類
似
性
を
理
由
に
、
養
子
縁
組
斡
旋
法

翻 訳
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（A
dV

m
G

）
の
中
で
規
定
さ
れ
た
の
で
あ（
７
）

る
。
少
し
遅
れ
て
、
一
九
九
〇
年
胚
保
護
法
（E

S
ch

G

）
が
さ
ら
に
制
定
さ
れ
た
が
、
こ

の
法
律
は
、
現
代
生
殖
技
術
の
濫
用
や
倫
理
的
に
望
ま
し
く
な
い
実
行
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
刑
法
的
な
法
律
で
あ（
８
）

る
。
し
か
し
、
こ

れ
以
外
の
法
規
定
は
な
く
、
現
代
授
精
技
術
に
関
す
る
民
法
上
の
問
題
、
特
に
親
族
法
上
の
問
題
は
、
民
法
の
一
般
規
定
に
よ
っ
て
解

決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ（
９
）

る
。
一
九
九
八
年
の
大
規
模
な
親
子
法
改
正
に
お
い
て
も
、
立
法
者
は
、
社
会
的
な
一
致
を
欠

い
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
補
助
医
療
に
よ
る
親
子
関
係
の
親
族
法
上
の
解
決
に
つ
い
て
、
体
系
的
な
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
。
立

法
者
に
よ
っ
て
予
定
さ（
１０
）

れ
、
ま
た
、
医
師
や
法
律
家
に
よ
っ
て
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
「
生
殖
医
療
法
」

（“F
ortpflan

zu
n

gsm
edizin

gesetz”

）
は
こ
の
任
務
を
果
た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
見
通
し
は
立
っ
て

い
な（
１１
）

い
。

�

代
理
母
関
係
の
概
念

社
会
関
係
や
授
精
技
術
の
可
能
性
の
多
様
性
を
考
慮
す
れ
ば
、「
代
理
母
関
係
」
と
い
う
語
を
定
義
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
法
に
は
、
残
念
な
が
ら
、
完
全
に
一
致
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
二
つ
の
法
律
上
の
定
義
が
同
時
に
存
在
す
る
。
一
つ
は
、

本
質
に
限
ら
れ
た
わ
ず
か
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
胚
保
護
法
一
条
一
項
七
号
が
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
代
理
母
と
は
、「
自

己
の
子
を
出
生
後
に
、
第
三
者
へ
永
続
的
に
引
き
渡
す
用
意
の
あ
る
女
性
」
で
あ
る
。﹇
他
方
で
、﹈
養
子
縁
組
斡
旋
法
一
三
ａ
条
は
よ

り
詳
細
に
、
そ
の
用
意
が
「
合
意
に
基
づ
い
て
」
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
質
的
に

は
そ
れ
ら
に
相
違
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
合
意
」
と
い
う
文
言
で
は
、
契
約
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
（
も
っ
と
も
、
そ

の
よ
う
な
合
意
は
ド
イ
ツ
で
は
有
効
で
は
な
い
、
後
掲
�
１
）、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
わ
か
る
「
事
実
上
の
用
意
」
で
も
十
分
だ
か
ら

で
あ（
１２
）

る
。
さ
ら
に
、
養
子
縁
組
斡
旋
法
一
三
ａ
条
は
、
胚
保
護
法
の
中
で
は
包
括
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
方
式
の
代
理
母
関
係
を
区
別
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
代
理
母
が
人
工
的
又
は
自
然
的
に
授
精
を
受
け
た
場
合
と
、
代
理
母
が
遺
伝
的
に
自
ら
に
由
来
し
な
い
胚
を
懐

代理母関係
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胎
す
る
場
合
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
う
と
、
代
理
母
関
係
の
グ
ル
ー
プ
を
、
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
１
）

依
頼
し
た
親
へ
子
を
誕
生
後
、
永
続
的
に
引
き
渡
す
こ
と
を
約
束
を
し
て
、
あ
る
女
性
が
「
自
ら
の
卵
子
に
よ
る
」
子

（“eigen
es”

K
in

d

）
を
懐
胎
す
る
﹇
場
合
﹈。
そ
の
場
合
、
精
子
は
、（
ａ
）
依
頼
し
た
父
に
由
来
す
る
場
合
（﹇
こ
の
場
合
﹈
通
常

は
人
工
授
精
に
よ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
然
授
精
に
よ
る
場
合
も
あ
る
）
の
ほ
か
、（
ｂ
）
精
子
が
第
三
者
に
由
来
す
る
場
合
も

あ
る
（
こ
の
場
合
も
、
人
工
授
精
に
よ
る
方
法
と
自
然
授
精
に
よ
る
方
法
が
あ
る
。
ま
た
、
第
三
者
は
代
理
母
の
夫
と
い
う
こ
と
も
あ

り
う
る
）。
代
理
母
の
親
族
法
上
の
地
位
（
す
な
わ
ち
、
婚
姻
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
、
独
身
で
あ
る
か
）
と
い
う
こ
と
や
、
依
頼

し
た
親
の
親
族
法
上
の
地
位
（
す
な
わ
ち
、
夫
婦
で
あ
る
か
、
婚
姻
し
て
い
な
い
カ
ッ
プ
ル
で
あ
る
か
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
で
あ
る
か
、

単
身
で
あ
る
か
）
は
重
要
で
は
な
い
。

（
２
）

誕
生
後
に
卵
子
提
供
者
（
�
遺
伝
上
の
母
）
へ
子
を
引
き
渡
す
こ
と
を
約
束
を
し
て
、
あ
る
女
性
が
、
別
の
女
性
の
卵
子

を
自
ら
に
移
植
し
、
懐
胎
す
る
﹇
場
合
﹈。
そ
の
場
合
、
卵
子
が
移
植
の
際
に
既
に
授
精
し
て
い
る
か
ど
う
か
（
通
常
は
授
精
し
て
い

る
が
）、
つ
ま
り
、
受
精
卵
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
や
、
卵
子
が
少
な
く
と
も
精
子
が
進
入
し
た
状
態
か
（im

prägn
iert

）、

そ
れ
と
も
、
ま
だ
全
く
孤
立
し
た
状
態
か
（isoliert
）
は
重
要
で
は
な
い
。
受
精
卵
が
移
植
さ
れ
る
場
合
、
授
精
の
方
法
は
重
要
で

は
な
く
、
授
精
は
自
然
的
な
方
法
で
行
わ
れ
て
も
（
引
き
続
い
て
胚
の
洗
浄
を
行
う
）
、
人
工
的
な
方
法
（
胚
移
植
を
伴
う
体
外
受
精
）

で
行
わ
れ
て
も
よ
い
。
生
殖
細
胞
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
複
数
の
可
能
性
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
卵
子
は
―
通
常
は
―
依

頼
し
た
母
に
由
来
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
第
三
者
の
女
性
に
由
来
す
る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
精
子
は
―
通
常
は

―
依
頼
し
た
母
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
由
来
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
第
三
者
に
由
来
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

前
述
の
（
１
）
の
類
型
と
（
２
）
の
類
型
に
お
け
る
事
実
関
係
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

翻 訳
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ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
「
代
理
母
」（“E

rsatzm
u

tter”

）
と
い
う
語
の
法
律
上
の
定
義
は
両
方
の
場
合
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
学
問
上
の
議
論
に
お
い
て
は
、「
代
理
母
」（“E

rsatzm
u

tter”

）
と
い
う
表
現
は
第
一
の
場
合
（
自
ら
の
卵
子
に
由
来
す

る
子
の
誕
生
後
に
、
依
頼
し
た
親
へ
そ
の
子
を
引
き
渡
す
場
合
）
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
自
ら
の
卵
子
で
は
な
い
卵

子
を
懐
胎
す
る
女
性
は
、「
借
り
腹
型
代
理
母
」（“T

ragem
u

tter”,“L
eih

m
u

tter”,“A
m

m
en

m
u

tter”

）
と
呼
ば
れ
る
。

法
律
上
の
代
理
母
の
概
念
以
外
に
、
第
三
の
類
型
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
女
性
が
、
子
を
自
ら
の
子
と
し
て
監
護
す
る
意

図
を
も
っ
て
、
他
人
の
（
授
精
さ
せ
た
）
卵
子
を
自
ら
に
移
植
し
、
懐
胎
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
女
性
自
ら
が
、
自
ら
の
受
精
可
能

な
卵
子
を
作
る
こ
と
が
身
体
的
に
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
克
服
す
る
依
頼
し
た
母
で
あ
る
。
よ
り
広
い
意
味
で
は
「
代
理
母
関
係
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
、
代
理
母
は
卵
子
提
供
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
胚
保
護
法
は
、
こ
の
方
式
の
授
精

技
術
、
す
な
わ
ち
、
単
な
る
卵
子
提
供
や
胚
提
供
も
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
以
下
で
さ
ら
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
）。

�

代
理
母
関
係
の
法
律
上
の
取
り
扱
い

ド
イ
ツ
法
は
代
理
母
関
係
を
直
接
的
か
つ
一
般
的
に
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
代
理
母
関
係
を
阻
止
し
よ

う
と
し
て
い
る
―
八
〇
年
代
に
お
け
る
外
国
で
の
誤
っ
た
方
向
へ
の
発
展
の
印
象
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
―
。

ま
ず
第
一
に
、
養
子
縁
組
斡
旋
法
一
三
ｃ
条
と
一
三
ｄ
条
は
、
代
理
母
と
「
依
頼
し
た
親
」
の
間
の
第
三
者
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
斡
旋

を
禁
止
し
、
そ
の
斡
旋
の
準
備
と
し
て
の
一
般
へ
の
広
告
を
も
禁
止
し
て
い
る
。
違
反
に
は
刑
罰
が
科
さ
れ
る
（
養
子
縁
組
斡
旋
法
一

四
ｂ
条
、
ま
た
一
四
条
一
項
二
号
及
び
三
項
も
参
照
（
１３
）

）。

主
と
し
て
、
そ
の
禁
止
は
代
理
母
と
い
う
手
段
の
商
業
化
の
阻
止
と
、
代
理

母
と
い
う
手
段
に
よ
る
新
し
い
方
法
の
子
の
売
買
阻
止
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
禁
止
は
、
斡
旋
の
有
償
性
や
営
業
性
と
は

無
関
係
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ（
１４
）

る
。﹇
し
か
し
、﹈
依
頼
し
た
親
と
代
理
母
が
個
人
的
に
、
す
な
わ
ち
、
第
三
者
の
斡
旋
な
し
に
、
例
え

代理母関係
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ば
、
家
族
内
や
友
人
内
で
出
会
う
場
合
は
、
そ
の
禁
止
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

胚
保
護
法
は
、
代
理
母
関
係
を
、
そ
の
際
に
通
常
用
い
ら
れ
る
授
精
技
術
を
超
え
て
禁
止
し
、
実
際
上
そ
の
実
行
を
不
可
能
に
さ
せ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
局
、
最
も
広
い
意
味
で
代
理
母
関
係
や
借
り
腹
型
代
理
母
関
係
へ
と
導
き
う
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
殖

補
助
医
療
、
す
な
わ
ち
、
代
理
母
へ
の
人
工
授
精
（
胚
保
護
法
一
条
一
項
七
号
）、
及
び
、
卵
子
や
胚
の
移
植
（
胚
保
護
法
一
条
一
項

一
号
及
び
七
号
）
は
、
刑
法
的
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な（
１５
）

る
。
部
分
的
に
、
そ
の
禁
止
は
準
備
行
為
に
も
適
用
さ
れ
、
例
え
ば
、
別
の

女
性
に
移
植
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
卵
子
を
人
工
授
精
さ
せ
る
こ
と
や
、
あ
る
女
性
の
胚
を
採
取
す
る
こ
と
が
こ
れ
に
当
た
る
。
し
た

が
っ
て
、
子
を
授
か
り
た
い
別
の
女
性
の
た
め
に
、
あ
る
女
性
が
卵
子
や
胚
を
提
供
す
る
こ
と（
１６
）

も
、
法
律
的
に
は
不
可
能
に
な
る
。
そ

の
禁
止
は
す
べ
て
の
当
事
者
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
胚
保
護
法
の
刑
法
上
の
制
裁
が
科
さ
れ
る
の
は
、
医
師
を
含
む
協
力
す
る
第
三

者
の
み
で
あ
る
。
代
理
母
や
依
頼
し
た
親
に
は
刑
罰
が
科
さ
れ
な
い
（
胚
保
護
法
一
条
三
項
、
一
一
条
二
項
）。

ど
の
構
成
要
件
が
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
、
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
範
囲
が
よ
り
一

層
明
ら
か
に
な（
１７
）

る
。
﹇
ま
ず
、﹈
代
理
母
関
係
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
直
接
的
に
は
違
法
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

方
式
の
補
助
医
療
の
み
が
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
自
然
的
な
生
殖
に
よ
る
代
理
母
関
係
（
倫
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

な
く
、
む
し
ろ
問
題
で
は
あ
る（
１８
）

が
）
は
、
法
律
的
に
は
異
議
が
唱
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
代
理
母
が
自
ら
で

行
う
人
工
授
精
は
許
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
刑
罰
が
科
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
胚
保
護
法
一
一
条
二
項
）。
そ
し
て
最
後
に
、

遺
伝
上
の
母
と
は
別
の
女
性
へ
の
胚
移
植
が
許
さ
れ
る
場
合
さ
え
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
は
遺
伝
上
の
母
へ
再
移
植
さ
れ
る
目
的
を

も
っ
て
卵
子
が
体
外
受
精
さ
れ
た
が
、
医
学
的
な
理
由
や
事
実
上
の
理
由
か
ら
再
移
植
が
も
は
や
不
可
能
と
な
り（
い
わ
ゆ
る「
余
剰
」

胚
（“ü

brig
geblieben

er”
E

m
bry

（
１９
）

o

））、
別
の
女
性
が
子
を
懐
胎
す
る
こ
と
を
望
む
場
合
が
例
外
的
に
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
こ
と
に

な（
２０
）

る
。
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�

民
法
に
よ
る
結
論

民
法
は
、
刑
法
上
の
制
裁
が
科
さ
れ
て
い
な
い
狭
い
領
域
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
当
事
者
の

違
法
な
行
為
か
ら
も
、
特
に
親
族
法
上
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
出
来
事
が
生
じ
る
こ
と
に
な（
２１
）

る
。
さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、

国
内
で
は
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
外
国
で
実
行
さ
れ
た
代
理
母
関
係
に
も
直
面
す
る
の
で
あ（
２２
）

る
。

１

親
族
法
上
の
問
題

（
ａ
）

母
子
関
係

「
母
は
常
に
確
か
で
あ
る
」（“m

ater
sem

per
certa

est”

）
と
い
う
古
い
法
格
言
は
、
現
代
授
精
技
術
の
時
代
に
は
そ
の
有
効
性

を
失
っ
て
い
る
。
同
じ
一
人
の
子
が
代
理
母
と
依
頼
し
た
母
を
持
つ
場
合
が
あ
り
、
卵
子
提
供
や
胚
提
供
の
場
合
に
は
、
遺
伝
上
の
母

と
出
産
す
る
母
さ
え
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
の
立
法
者
に
と
っ
て
、
一
九
九
八
年
の
親
子
法
改
正
法
の
中
に
は
じ

め
て
、
母
子
関
係
に
つ
い
て
も
法
律
上
規
定
し
よ
う
と
し
た
動
機
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
一
条
は
簡
潔
に
、「
子
の
母
は
、

そ
の
子
を
産
ん
だ
女
性
で
あ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
代
理
母
が
自
ら
の
卵
子
に
よ
る
子
を
産
ん
だ
か
、
そ
れ
と

も
、
自
ら
に
移
植
さ
れ
た
別
の
女
性
の
卵
子
を
懐
胎
し
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
代
理
母
が
子
の
法
律
上
の
母
で
あ
る
。
立

法
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、「
複
数
に
分
か
れ
た
母
子
関
係
﹇
代
理
母
関
係
﹈」（“gespalten

e
M

u
ttersch

aft”

）
は
、
当
事
者
、
特
に

子
に
と
っ
て
は
大
き
な
危
険
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ（
２３
）

り
、
そ
れ
故
、
た
と
え
胚
保
護
法
に
違
反
す
る
場
合
で
あ
る
と
し
て
も
、
明
確
な

関
係
の
た
め
に
親
族
法
自
ら
が
準
備
を
す
る
の
で
あ
る
。﹇
も
っ
と
も
、﹈
同
時
に
、
代
理
母
関
係
や
借
り
腹
型
代
理
母
関
係
は
阻
止
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ（
２４
）

う
。
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
一
条
に
よ
れ
ば
、
子
の
唯
一
の
母
は
出
産
し
た
女
性
で
あ
る
が
、
遺
伝

上
の
母
と
出
産
す
る
母
が
分
か
れ
る
場
合
、
例
外
的
に
遺
伝
上
の
血
統
に
従
っ
て
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
ド
イ

ツ
民
法
一
三
〇
七
条
の
親
族
間
の
婚
姻
の
禁（
２５
）

止
や
、
ド
イ
ツ
刑
法
一
七
三
条
、
一
七
四
条
一
項
三
号
の
親
族
間
で
の
性
的
関
係
の
禁

代理母関係
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（
２６
）

止
の
よ
う
に
、
直
接
的
に
遺
伝
上
の
関
係
が
重
要
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
は
、
法
律
は
、
母
子
関
係
に
つ
い
て
修
正
を
規

定
し
て
お
ら
ず
、
代
理
母
と
依
頼
し
た
母
と
の
間
で
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
合
意
は
無
効
で
あ
り
（
後
掲
２
参
照
）、
複
数
に
分
か
れ

た
母
子
関
係
﹇
代
理
母
関
係
﹈
と
な
る
場
合
に
も
、
母
子
関
係
の
否
認
は
不
可
能
で
あ
る
。﹇
し
か
し
、﹈
こ
の
よ
う
に
厳
格
な
と
こ
ろ

か
ら
始
め
る
と
、
子
の
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
自
ら
の
遺
伝
上
の
血
統
を
知
る
権
利
と
抵
触
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ（
２７
）

る
。
代
理
母
関

係
の
予
防
的
な
阻
止
﹇
と
い
う
目
的
﹈
―
そ
れ
が
公
式
に
説
明
さ
れ
て
い
る
立
法
目
的
で
あ
る（
２８
）

が
―
は
、
子
の
基
本
権
の
制
限
を
正
当

化
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。（
法
律
上
の
）
母
へ
の
情
報
請
求（
２９
）

権
や
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
二
五
六
条
に
よ
る
遺
伝
上
の
血
統
関
係

を
目
的
と
し
た
確
認
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
子
の
知
る
権
利
が
十
分
に
保
障
さ
れ
る
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
り
、
疑
わ
し
い
も
の
で
あ

（
３０
）

る
。
親
族
法
上
の
地
位
を
変
更
さ
せ
な
い
よ
う
な
独
立
し
た
血
統
確
認
の
訴
え
を
採
用
す
る
べ
き
と
い
う
法
政
策
的
な
要（
３１
）

求
に
は
、
ド

イ
ツ
の
立
法
者
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
応
じ
て
い
な
い
。

（
ｂ
）

父
子
関
係

父
子
関
係
に
関
し
て
は
、
代
理
母
が
婚
姻
し
て
い
る
か
、
婚
姻
し
て
い
な
い
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
の

場
合
﹇
代
理
母
が
婚
姻
し
て
い
る
場
合
﹈、
す
べ
て
の
当
事
者
の
同
意
の
も
と
に
非
配
偶
者
間
の
人
工
授
精
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、

ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
二
条
一
号
に
従
っ
て
、
代
理
母
の
夫
が
父
と
な
る
。
そ
の
父
子
関
係
の
否
認
は
原
則
と
し
て
可
能
で
あ
る
（
ド
イ

ツ
民
法
一
六
〇
〇
条
以
下
）。
も
っ
と
も
、
夫
が
人
工
授
精
に
同
意
し
、
夫
や
妻
に
よ
る
否
認
が
排
除
さ
れ
る
場
合
に
は
（
ド
イ
ツ
民

法
一
六
〇
〇
条
二
項
）、
子
に
よ
る
否
認
だ
け
が
問
題
に
な
る
。

﹇
親
子
関
係
の
﹈
否
認
が
認
め
ら
れ
た
後
、
そ
の
状
況
は
婚
姻
し
て
い
な
い
代
理
母
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
場

合
、
父
子
関
係
は
、
認
知
（
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
二
条
二
号
）
又
は
裁
判
所
に
よ
る
確
定
（
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
二
条
三
号
）
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
手
段
に
よ
り
、
依
頼
し
た
父
は
法
律
上
の
父
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
―
こ
れ
は
、
依
頼
し
た
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父
の
精
子
を
用
い
た
授
精
が
成
功
し
た
場
合
（
そ
の
場
合
に
は
遺
伝
上
の
父
と
法
律
上
の
父
が
一
致
し
て
い
る
）
だ
け
で
な
く
、
第
三

者
の
精
子
を
用
い
た
場
合
に
も
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
二
条
二
号
に
よ
る
認
知
は
、
た
と
え
そ
の
認
知
が

真
実
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
認
知
し
た
男
性
を
法
律
上
の
父
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ（
３２
）

る
。

後
者
の
場
合
﹇
代
理
母
が
婚
姻
し
て
い
な
い
場
合
﹈
に
お
い
て
、
依
頼
し
た
父
が
認
知
を
し
な
い
と
き
に
は
、
た
と
え
利
害
の
関
係

の
な
い
第
三
者
が
関
係
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
精
子
提
供
者
が
父
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
（
す
べ
て
の
法
律
上
の
効
果
を
も
っ
て
）

確
定
さ
れ
る
場
合
も
当
然
あ（
３３
）

る
。
あ
る
男
性
と
の
父
子
関
係
が
婚
姻
や
認
知
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
遺
伝
上

の
父
子
関
係
と
一
致
し
な
い
と
し
て
も
、
遺
伝
上
の
父
（n

atü
rlich

e
E

rzeu
ger

）
は
（
場
合
に
よ
っ
て
は
依
頼
し
た
父
で
あ
る
が
）、

彼
の
側
で
認
知
を
し
た
り
（
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
四
条
二
項
）、
別
の
男
性
が
父
で
あ
る
こ
と
を
否
認
し
た
り
す
る
こ
と
は
法
律
上
不

可
能
で
あ（
３４
）

る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
異
論
の
余
地
が
な
か
っ
た
こ
の
原
則
は
、
最
近
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
生
物
上
の
父
﹇
遺
伝
上
の
父
﹈
に
す
ぎ
な
い
者
も
、
原
則
と
し
て
、
憲
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
親
と
し
て
の
保
護
を
享
受
す

る
の
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
基
本
法
六
条
二
項
一
号
）。
た
し
か
に
一
般
的
に
は
、
生
物
上
の
父
﹇
遺
伝
上
の
父
﹈
の
利
益
は
、
子
が
法
律

上
の
親
と
と
も
に
成
長
す
る
社
会
的
家
族
統
一
体
の
利
益
に
後
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
に
お
け

る
社
会
的
家
族
共
同
体
が
全
く
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
場
合
に
よ
れ
ば
、﹇
遺
伝
上
の
﹈
父
も
、
母
の
夫
が
父
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
否
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
よ（
３５
）

う
。
こ
の
決
定
の
影
響
を
ま
だ
正
し
く
見
極
め
る
こ
と
は
で
き
な（
３６
）

い
。
し
か
し
、
さ
ら
に
場

合
に
よ
っ
て
は
、
婚
姻
や
認
知
に
基
づ
い
て
父
と
さ
れ
る
別
の
男
性
を
父
と
し
て
の
立
場
か
ら
追
い
や
り
、
自
ら
が
こ
の
地
位
を
取
る

と
い
う
可
能
性
が
依
頼
し
た
父
に
生
じ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

（
ｃ
）

依
頼
し
た
親
は
ど
の
よ
う
に
し
て
子
を
持
つ
に
い
た
る
か

代理母関係
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代
理
母
が
常
に
法
律
上
も
母
と
し
て
の
立
場
を
占
め
こ
と
に
な
る
一
方
で
、（
法
律
上
の
父
子
関
係
が
形
成
さ
れ
る
限
り
で
は
、）
法

律
上
の
父
は
、
代
理
母
の
夫
、
依
頼
し
た
父
、
又
は
、
第
三
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

（
aa
）

依
頼
し
た
親
が
子
と
血
縁
関
係
を
持
た
な
い
場
合
、
依
頼
し
た
親
は
共
同
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
の
み
法
律
上
の
親
の
役
割

に
就
く
こ
と
が
で
き
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
一
条
二
項
二
号
）。
依
頼
し
た
親
は
、
例
え
ば
、
代
理
母
契
約
に
基
づ
い
て
共
同
養
子

縁
組
の
請
求
権
を
持
つ
の
で
は
な
い
（
後
掲
２
）
。
養
子
縁
組
の
た
め
に
は
、
代
理
母
と
（
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
）
父
の
同
意
（
ド

イ
ツ
民
法
一
七
五
七
条
）、
そ
し
て
、
子
の
同
意
（
法
定
代
理
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
六
条
）
が

必
要
で
あ
る
。
代
理
母
は
、
生
殖
﹇
行
為
﹈
以
前
に
締
結
さ
れ
た
代
理
母
契
約
に
よ
っ
て
、
同
意
の
付
与
を
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
。
同
意
は
、
自
由
で
一
身
専
属
的
な
判
断
で
あ
り
、
そ
の
判
断
は
法
律
行
為
に
お
け
る
義
務
と
相
容
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
さ
ら

に
後
掲
２
参
照
）。
た
と
え
す
べ
て
の
者
に
よ
る
同
意
が
存
在
し
て
い
て
も
、
後
見
裁
判
所
が
養
子
縁
組
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
の

は
、
裁
判
所
の
判
断
に
よ
り
、
養
子
縁
組
が
「
子
の
福
祉
に
奉
仕
し
、
養
親
と
子
の
間
の
親
子
関
係
の
成
立
が
期
待
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
一
条
一
項
一
号
、
一
七
五
二
条
）
場
合
の
み
で
あ
る
。
養
子
縁
組
の
宣
言
に
お
い
て
代
理
母
と
な
る

合
意
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
非
常
に
争
わ
れ
て
い
る
―
こ
こ
で
は
、
世
界
観
的
な
先
入
観
や
感
情
的
な

先
入
観
（die

w
eltan

sch
au

lich
en

u
n

d
em

otion
alen

V
orverstän

dn
isse

）
が
直
接
的
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
代
理
母
関
係

が
そ
れ
自
体
と
し
て
、
全
体
的
及
び
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る（
３７
）

と
、
事
実
上
の
懸
念
と
し
て
は

次
の
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

�

代
理
母
と
依
頼
し
た
親
が
個
人
的
に
面
識
が
あ
る
場
合
に
、
彼
ら
の
間
で
子
の
成
長
に
つ
い
て
後
ほ
ど
争
い
に
な
り
う
る
も
の

で
あ
る
。

�

子
が
後
ほ
ど
自
分
の
「
特
別
な
出
自
」
に
つ
い
て
知
っ
た
場
合
、
子
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
う（
３８
）

る
。

翻 訳
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�

依
頼
し
た
親
の
婚
姻
が
破
綻
す
る
場
合
に
、
も
は
や
、
誰
も
子
に
対
し
て
責
任
を
負
お
う
と
し
な
く
な
っ
て
し
ま（
３９
）

う
。

こ
の
よ
う
な
懸
念
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
頼
し
た
親
が
﹇
法
律
上
の
﹈
親
と
な
る
可
能
性
を
、
代
理
母
契
約
を
理
由
に
全
面

的
に
否
定
す
る
の
は
、
ほ
ん
の
少
数
だ
け
で
あ（
４０
）

る
。
圧
倒
的
多
数
は
、
一
般
的
な
懸
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
個
別
の
場
合
次
第
で

あ
る
と
し
、
す
な
わ
ち
、
代
理
母
と
な
る
合
意
の
状
況
、
及
び
、
特
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た
子
の
福
祉
次
第
で
あ
る
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い（
４１
）

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
養
子
縁
組
の
拒
否
を
正
当
化
で
き
る
の
は
、
依
頼
し
た
親
が
将
来
の
親
と
し
て
は
適
格
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
裁
判
所
は
、
養
子
縁
組
の
申
立
を
大
部
分
認
め
て
き（
４２
）

た
。

し
か
し
、
一
九
九
八
年
に
、
子
の
売
買
（
国
際
的
な
子
の
売
買
も
）
の
防
止
の
た
め
に
養
子
縁
組
が
困
難
に
さ
れ
、
代
理
母
関
係
も

影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
依
頼
し
た
親
が
養
子
縁
組
斡
旋
法
に
違
反
し
た
り
、
第
三
者
に
金
銭
を
支
払
っ
た
り
、

そ
れ
以
外
に
も
良
俗
に
反
し
て
行
為
す（
４３
）

る
場
合
に
は
、
養
子
縁
組
が
「
子
の
福
祉
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
」
場
合
の
み
、
例
外
的
に
養

子
縁
組
が
宣
言
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
一
条
一
項
二
号
）。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
子
が
既
に
依
頼
し
た

親
の
家
庭
の
中
に
、
社
会
的
に
完
全
に
馴
染
ん
で
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ（
４４
）

う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
胚
保
護
法
違
反
は
、
ド
イ
ツ
民
法

一
七
四
一
条
一
項
二
号
の
目
的
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

依
頼
し
た
親
が
「
同
性
」
カ
ッ
プ
ル
で
あ
り
、
二
〇
〇
一
年
の
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
に
よ
り
人
生
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
登

録
す
る
場
合
で
も
、
カ
ッ
プ
ル
の
一
方
に
よ
る
単
独
養
子
縁
組
が
許
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
子
の
福
祉
に
照
ら
し
て
養
子
縁
組
が
宣
言

さ
れ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
（zw

eifelh
aft

）
と
思
わ
れ（
４５
）

る
。

（
bb
）

依
頼
し
た
父
が
子
の
法
律
上
の
父
と
さ
れ
た
場
合
（
通
常
は
認
知
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
二
条
二
号
及
び
一
五
九

四
条
以
下
）、
そ
の
妻
は
は
じ
め
は
継
母
の
立
場
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
妻
は
子
と
姻
族
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る

（
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
〇
条
一
項
一
号
）。
そ
の
父
も
子
に
対
し
て
当
然
に
監
護
権
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
こ
の
権
利
が
、
代
理
母
の

代理母関係
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同
意
を
得
て
、
家
庭
裁
判
所
に
よ
っ
て
父
に
与
え
ら
れ
た
場
合
の
み
、
父
は
子
に
対
し
て
監
護
権
を
持
つ
こ
と
に
な
る
（
ド
イ
ツ
民
法

一
六
二
六
ａ
条
二
項
、
一
六
七
二
条
一
項（
４６
）

）。
子
が
父
の
家
族
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
依
頼
し
た
母
に
は
継
母
と
し
て
、
ド

イ
ツ
民
法
一
六
八
七
ｂ
条
に
よ
り
「
共
同
監
護
権
」（“M

itsorgerech
t”

）
の
み
が
与
え
ら
れ
る
。

依
頼
し
た
母
は
夫
の
子
と
養
子
縁
組
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
律
上
の
地
位
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
継
子
の
養
子
縁

組
、
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
一
条
二
項
三
号
）。
こ
の
養
子
縁
組
に
は
、
再
び
代
理
母
と
子
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
養
子
縁
組
に

よ
っ
て
、
依
頼
し
た
父
母
の
両
方
が
法
律
上
の
親
と
な
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
五
四
条
一
項
、
三
項
）。
上
述
の
代
理
母
関
係
を
理
由

と
し
た
子
の
福
祉
へ
の
懸
念
は
、
夫
が
既
に
子
の
父
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
は
重
く
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
だ
ろ（
４７
）

う
。

２

契
約
法
上
の
問
題

代
理
母
関
係
に
関
す
る
法
規
定
は
、
直
接
的
に
は
、
そ
の
合
意
の
有
効
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
の
有
効
性
は
、
契
約
上

の
権
利
の
強
制
の
問
題
に
関
係
す
る
ほ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
じ
う
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
も
関
係
す
る
も
の
で
あ（
４８
）

る
。

代
理
母
契
約
が
養
子
縁
組
斡
旋
法
や
胚
保
護
法
に
よ
る
法
律
上
の
禁
止
に
違
反
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
契
約
は
ド
イ
ツ
民
法
一

三
四
条
に
よ
り
一
般
的
に
無
効
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
三
者
に
よ
っ
て
斡
旋
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
契
約
、
又
は
、
代
理
母
へ
の
人
工
授
精

を
目
的
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
契
約
が
そ
れ
で
あ
る
。
代
理
母
や
依
頼
し
た
親
に
全
く
刑
罰
が
科
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
代
理
母
契
約

が
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な（
４９
）

い
。
も
っ
と
も
、
民
法
上
、
立
法
者
は
個
別
の
側
面
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
代

理
母
関
係
そ
れ
自
体
を
一
般
的
に
禁
止
し
て
い
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
、
卵
子
提
供
や
胚
提
供
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
法
律
に
違
反
し
な
い
代
理
母
契
約
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
代
理
母
契
約

が
良
俗
違
反
を
理
由
に
無
効
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
）。

翻 訳
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報
酬
が
代
理
母
に
対
す
る
純
粋
な
費
用
填
補
を
超
え
る
有
償
の
代
理
母
契
約
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
一
般
的
に
肯
定
さ
れ
る
も
の

で
あ（
５０
）

る
。
同
様
に
、
依
頼
し
た
父
に
よ
っ
て
代
理
母
を
自
然
的
に
受
精
さ
せ
る
契
約
に
も
こ
れ
は
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ（
５１
）

る
。﹇
し
か

し
、﹈
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
代
理
母
と
な
る
合
意
が
原
則
と
し
て
良
俗
に
反
す
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
由
は
ほ
ぼ
見
ら

れ
な（
５２
）

い
。

他
面
に
お
い
て
、
有
効
な
契
約
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
の
義
務
は
一
身
専
属
性
を
有
す
る
こ
と
か

ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
代
理
母
が
い
つ
で
も
﹇
そ
の
契
約
を
﹈
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ（
５３
）

う
。
そ
れ
以
外
の
点
に
つ
い
て
、
依
頼
し
た
親
に
子
を
誕
生
後
に
引
き
渡
す
と
い
う
代
理
母
の
約
束
は
、
不
完
全
な
債
務
、

す
な
わ
ち
、
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
債
務
と
し
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
七

条
二
項
一
号
か
ら
結
論
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
養
子
縁
組
に
お
け
る
有
効
な
同
意
は
、
子
の
誕
生
後
八
週
目
以
降
に

与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い（
５４
）

る
。
子
の
引
き
渡
し
を
代
理
母
が
拒
否
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
民
法
一
六
六
六
条
や
一
七
四
八
条
の
意

味
に
お
け
る
親
の
義
務
違
反
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
代
理
母
が
監
護
権
を
剥
奪
さ
れ
た
り
、
養
子
縁
組
に
お
け
る
同
意

を
裁
判
所
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
る
と
い
っ
た
効
果
を
持
つ
も
の
で
は
な（
５５
）

い
。

逆
に
、
依
頼
し
た
親
の
「
引
き
取
り
義
務
」
も
存
在
し
な
い
。
引
き
取
り
拒
否
は
、
子
が
身
体
障
害
者
で
あ
る
場
合
や
、
多
胎
分
娩

の
場
合
に
、
特
に
生
じ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
代
理
母
は
、
依
頼
し
た
親
以
外
の
第
三
者
へ
養
子
縁
組
の
た
め
に
子
を
引
き

渡
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
、
代
理
母
が
依
頼
し
た
親
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
裁
判
所
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
未
解
決
の
問
題
で
あ（
５６
）

る
。

�

改
正
の
議
論

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
狭
義
の
代
理
母
関
係
に
関
す
る
議
論
は
、
一
九
九
〇
年
の
胚
保
護
法
以
来
、
ほ
ぼ
落
ち
着
い
て
い
る
。
立
法

代理母関係
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者
に
よ
っ
て
予
告
さ
れ
、
何
度
も
要
求
さ
れ
て
い
る
包
括
的
な
生
殖
医
療
法
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
実
際
の
立
法
計
画
に
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
現
在
の
法
状
況
は
不
十
分
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
お
り
、
改
正
の
着
手
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い（
５７
）

る
。
現
行
法
は
明
解

で
は
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
自
由
、
特
に
家
族
計
画
の
自
由
や
生
殖
に
関
す
る
自
由
を
過
度
に
制
限
し
て
い
る
と
言
わ
れ

て
い（
５８
）

る
。
と
り
わ
け
、
卵
子
提
供
や
胚
提
供
の
広
範
囲
な
制
限
は
十
分
な
根
拠
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
、
精
子
提
供
の
自
由
と

比
較
す
る
場
合
に
そ
う
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い（
５９
）

る
。
「
複
数
に
分
か
れ
た
母
子
関
係
﹇
代
理
母
関
係
﹈」
を
完
全
に
禁
止
す
る
の
で
は

な
く
、
ま
た
、
出
産
し
た
女
性
が
法
律
上
の
母
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
変
更
で
き
な
い
と
す
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
一
条
）
の
で
は

な
く
、
立
法
者
は
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
考
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
代
理
母
関
係
を
目
的
と
し
た
授

精
補
助
医
療
を
厳
格
に
排
除
す
る
こ
と
も
支
持
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
、
当
事
者
は
こ
の
目
的
を
医
者
に
隠
す
こ
と
も
あ
り
う

る
と
言
わ
れ（
６０
）

る
。
そ
の
ほ
か
、
包
括
的
な
文
書
制
度
や
登
録
制
度
の
設
立
に
よ
り
、
現
代
授
精
技
術
に
よ
る
無
責
任
な
濫
用
が
行
わ
れ

な
い
こ
と
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

Ｃ

外
国
法

�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

１

フ
ラ
ン
ス

詳
細
に
お
い
て
は
異
な
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
は
、
代
理
母
関
係
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
法
と
似
た
否
定
的
な
立
場
を
採

っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
み
を
詳
細
に
考
察
す
る
こ
と
に
す（
６１
）

る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
―
他
の
す
べ
て
の
国
と
同
様
に
―
当
初
は
、
医
学
的
な
生
殖
技
術
に
つ
い
て
、
激
し
い
感
情
的
な
議
論
が

あ
っ（
６２
）

た
。
一
九
九
一
年
五
月
三
一
日
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
破
毀
院
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
の
代
理
母
関
係
は
法
律
違
反

翻 訳
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で
あ
る
と
判
決
し
た
。
す
な
わ
ち
、
代
理
母
関
係
は
、
人
体
や
身
分
が
処
分
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
違
反
す
る
と
し
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
養
子
縁
組
法
は
、
親
の
な
い
子
に
家
族
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
し
、（
第
一
に
）「
親
の
な
い
」
子
を
誕
生
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
代
理
母
関
係
は
こ
の
養
子
縁
組
法
の
回
避
で
あ
る
と
判
示
し（
６３
）

た
。
一
九
九
四
年

七
月
二
九
日
の
二
つ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
立
法
者
は
こ
の
傾
向
を
確
認
し
、
い
く
つ
か
の
原
則
的
な
評
価
を
設
定
し（
６４
）

た
。
こ
の
新
し
い

規
定
は
、
一
部
が
民
法
の
中
に
挿
入
さ
れ
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
六
の
七
条
、
三
一
一
条
）、
ま
た
一
部
が
保
健
医
療
法
（C

ode
de

la

S
an

té
P

u
bliqu

e
）（C

.S
.P

）
の
中
に
挿
入
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
に
は
、
医
学
的
症
状
（
不
妊
や
遺
伝
病
）
に
対
す

る
あ
ら
ゆ
る
人
工
授
精
補
助
は
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
人
工
授
精
補
助
は
、
異
性
カ
ッ
プ
ル
の
み
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
（
フ
ラ
ン
ス
保
健
医
療
法
Ｌ
一
五
二
の
二
条
）、
裁
判
官
や
公
証
人
に
よ
っ
て
公
証
さ
れ
た
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
る
同
意
が
必

要
と
さ
れ（
６５
）

る
。
精
子
提
供
は
匿
名
が
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
フ
ラ
ン
ス
保
健
医
療
法
Ｌ
六
七
三
の
二
条
）。
精
子
提
供
者
と

子
と
の
法
律
関
係
、
及
び
、
子
に
対
す
る
親
族
法
上
の
義
務
は
明
確
に
排
除
さ
れ
た
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
三
一
一
の
一
五
条（
６６
）

）。
ま
た
、

卵
子
提
供
（
フ
ラ
ン
ス
保
健
医
療
法
Ｌ
一
五
二
の
三
条
）
や
（
制
限
は
あ
る
が
）
胚
提
供
（
フ
ラ
ン
ス
保
健
医
療
法
Ｌ
一
五
二
の
四
条
）

が
原
則
的
に
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
ド
イ
ツ
法
と
異
な
っ
て
い
る
。

代
理
母
関
係
（m

atern
ité

de
su

bstitu
tion

;
m

ère
porteu

se

）
は
特
別
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
六
の
七
条
で
禁
止
さ
れ
、
有
償

で
あ
る
場
合
も
無
償
で
あ
る
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
単
な
る
借
り
腹
型
代
理
母
関
係
も
含
ま
れ
て
い
る
。
代
理
母
の
斡
旋
は
刑
法
上
禁

止
さ
れ
て
い
る
（
フ
ラ
ン
ス
刑
法
二
二
七
の
一
二
条
、
し
か
し
、
代
理
母
と
依
頼
し
た
親
に
は
刑
罰
が
科
さ
れ
て
い
な
い
）。
子
が
代

理
母
契
約
に
基
づ
い
て
誕
生
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
親
族
法
上
の
規
定
は
な
い
。
一
般
原
則
に
従
え
ば
、（
ド
イ
ツ
法
と
同

じ
よ
う
に
）
出
産
し
た
者
が
法
律
上
の
母
と
な
り
、
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き
な（
６７
）

い
。
ま
た
、
そ
の
夫
が
父
と
な
り
（
夫
が
公
正

証
書
の
方
式
で
人
工
授
精
に
同
意
し
た
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
三
一
一
の
二
〇
条
、

代理母関係
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三
二
二
条
）、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
認
知
を
し
た
男
性
が
父
で
あ
る
。
こ
の
父
子
関
係
を
否
認
で
き
る
場
合
に
、
最
終
的
に
遺
伝

上
の
血
統
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
依
頼
し
た
親
は
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
の
み
法
律
上
の
親
の
役
割
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。﹇
し
か
し
、﹈
い
く
つ
か
の
下
級
審
判（
６８
）

決
に
反
し
て
、
破
毀
院
は
、
一
九
九
一
年
の
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
養
子

縁
組
を
厳
格
に
否
定
し
、
そ
の
よ
う
な
養
子
縁
組
は
、
違
法
な
概
念
の
最
後
の
構
成
要
素
（der

letzte
B

au
stein

ein
es

rech
tsw

idrigen
K

on
zepts

）
に
す
ぎ
な
い
と
し（
６９
）

た
。
法
律
そ
れ
自
体
は
依
頼
し
た
親
に
よ
る
養
子
縁
組
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な

い
。
ポ
ワ
チ
エ
（P

oitiers
）
の
控
訴
裁
判
所
は
、
一
九
九
二
年
、
依
頼
し
た
親
に
よ
る
養
子
縁
組
を
認
め
、
子
の
利
益
（
三
歳
に
な

る
子
は
そ
の
誕
生
以
来
、
依
頼
し
た
親
の
下
で
生
活
し
て
い
た
）
の
優
先
を
明
確
に
指
摘
し（
７０
）

た
。
し
か
し
、

破
毀
院
は
こ
の
判
決
を

破
棄
し
、
そ
の
立
場
を
強
く
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的
予
防
の
考
慮
が
、
子
の
個
人
的
な
利
益
に
優
先
す
る
と
し
た
の
で
あ

（
７１
）

る
。
現
在
で
は
、
下
級
審
の
裁
判
所
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
、
代
理
母
契
約
が
外
国
で
（
そ
し
て
、
そ
の
地

の
法
に
よ
れ
ば
有
効
に
）
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
で
あ（
７２
）

る
。

２

イ
ギ
リ
ス

イ
ギ
リ
ス
は
代
理
母
に
関
す
る
法
規
定
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
初
に
公
布
し
た
国
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
生
殖
医
療
の
全

領
域
に
お
い
て
内
容
的
に
も
独
特
の
道
を
進
む
、
あ
た
か
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
﹇
の
国
々
﹈
と
の
中
間
の
道
を

進
む
も
の
で
あ（
７３
）

る
。

そ
の
法
的
基
盤
は
、
一
九
八
九
年
児
童
法
（C

h
ildren

A
ct

1989
）
や
一
九
七
六
年
養
子
縁
組
法
（A

doption
A

ct
1976

）
の
ほ

か
、
特
に
、
一
九
八
五
年
代
理
出
産
取
決
め
法
（S

u
rrogacy

A
rran

gem
en

t
A

ct
198

（
７４
）

5

）
や
一
九
九
〇
年
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研

究
に
関
す
る
法
律
（H

u
m

an
F

ertilization
an

d
E

m
bryology

A
ct

199

（
７５
）

0

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
「
商
業
的
な
」
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代
理
母
関
係
は
刑
罰
規
定
を
伴
っ
て
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
当
該
斡
旋
や
一
般
へ
の
広
告
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ（
７６
）

る
。
狭

義
の
代
理
母
関
係
も
借
り
腹
型
代
理
母
関
係
（
卵
子
提
供
又
は
胚
提
供
に
よ
る
）
も
含
ま
れ
て
い（
７７
）

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
理
母
と
な

る
私
的
な
合
意
は
禁
止
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
非
商
業
的
な
慈
善
団
体
に
よ
る
斡
旋
も
禁
止
さ
れ
て
い
な（
７８
）

い
。
も
っ
と
も
、
法
改
正

に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
代
理
母
契
約
（
つ
ま
り
、
無
償
の
代
理
母
契
約
も
）
は
法
律
的
に
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
が
明
確
に
さ
れ
た
（「
執
行
で
き
な（
７９
）

い
」）。
ま
た
、
子
は
一
八
歳
か
ら
、
自
ら
の
遺
伝
上
の
親
に
関
す
る
情
報
を
獲
得
で
き
る
こ
と

が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
三
一
条
）。

代
理
母
と
な
る
合
意
に
基
づ
い
て
子
が
誕
生
し
た
場
合
、
子
を
産
ん
だ
者
が
法
律
上
の
母
に
な
り
、
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
（
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
二
七
条
一
項
）。
父
は
原
則
と
し
て
遺
伝
上
の
親
で
あ
り
、
こ
の
原
則
は
、
次
の
場

合
に
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
代
理
母
が
婚
姻
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
夫
が
父
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
夫
が

人
工
授
精
に
同
意
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
夫
が
立
証
で
き
な
い
限
り
、
こ
の
こ
と
は
同
様
に
非
配
偶
者
間
の
人
工
授
精
に
も
当
て

は
ま
る
こ
と
に
な
る
（
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
二
八
条
二
項
）。
代
理
母
と
婚
姻
関
係
に
な
く
代
理
母
と
同
棲
す
る

者
さ
え
も
こ
の
推
定
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
二
八
条
三（
８０
）

項
）。
し
か
し
、
依
頼
し
た

父
が
遺
伝
上
の
父
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
依
頼
し
た
父
も
、
代
理
母
の
夫
や
同
棲
す
る
者
に
有
利
な
こ
の
推
定
を
否
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
一
九
六
九
年
家
族
法
変
更
法
二
六
条
）。

こ
の
よ
う
な
当
初
の
親
子
関
係
を
依
頼
し
た
親
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
変
更
す
る
方
法
は
、
三
種
類
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
養
子
縁
組
、

裁
判
所
に
よ
る
決
定
、
裁
判
所
が
子
の
法
律
上
の
父
を
確
定
し
た
後
に
行
う
代
理
母
と
依
頼
し
た
父
の
中
か
ら
の
監
護
権
者
決
定
に
よ

っ
て
で
あ（
８１
）

る
。
こ
こ
で
は
、
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
三
〇
条
に
従
っ
た
裁
判
所
の
決
定
の
み
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
一
見
す
る
限
り
で
も
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
法
の
他
に
は
な
い
規
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
規
定

代理母関係
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に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
依
頼
し
た
親
の
申
立
に
基
づ
い
て
、
依
頼
し
た
親
が
子
の
法
律
上
の
親
で
あ
る
と
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

（
遺
伝
子
提
供
者
に
有
利
な
親
決
定
）、
そ
の
場
合
、
子
は
依
頼
し
た
親
の
嫡
出
子
の
地
位
を
有
す
る
こ
と
に
な（
８２
）

る
。
そ
の
要
件
は
、

依
頼
し
た
親
同
士
が
婚
姻
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
方
が
イ
ギ
リ
ス
に
ド
ミ
サ
イ
ル
を
有
し
、
か
つ
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
方

が
子
の
遺
伝
上
の
親
（
精
子
提
供
や
卵
子
提
供
、
場
合
に
よ
っ
て
は
胚
提
供
に
も
基
づ
く
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
代
理
母
、

及
び
、
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
夫
又
は
同
棲
す
る
者
が
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る

法
律
三
〇
条
五
項
、
六
項
）。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
、
養
子
縁
組
に
代
わ
る
簡
易
か
つ
迅
速
な
代
替
手
段
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

依
頼
し
た
親
の
親
と
し
て
の
適
格
性
の
確
定
に
お
い
て
、
広
範
囲
で
長
時
間
の
審
査
が
行
わ
れ
な
く
な
る
の
で
あ（
８３
）

る
。
ヒ
ト
の
受
精
及

び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
三
〇
条
に
よ
る
決
定
は
、
法
律
上
の
親
に
な
る
た
め
に
、
遺
伝
的
に
は
自
分
に
由
来
す
る
子
を
養
子
縁
組
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
必
要
性
を
、
依
頼
し
た
親
か
ら
取
り
除
く
も
の
で
あ（
８４
）

る
。
こ
の
三
〇
条
の
規
定
が
黙
示
的
に
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
代
理
母
契
約
が
商
業
的
な
も
の
と
し
て
禁
止
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
代
理
母
契
約
を
立
法
者
が
原
則
的
に
認
め
る
と
い

う
こ
と
で
あ（
８５
）

る
。

身
分
変
更
の
種
類
（
養
子
縁
組
、
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
三
〇
条
に
よ
る
決
定
、
監
護
権
者
決
定
）
を
問
わ
ず
、

イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
と
っ
て
は
、
個
別
の
場
合
に
お
け
る
子
の
福
祉
が
常
に
決
定
的
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
原
因
と
な
っ
た
合
意
は

重
要
性
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
。
依
頼
し
た
親
に
子
が
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
を
代
理
母
が
了
解
し
、
子
が
依
頼
し
た
親
の
と
こ
ろ
で
う

ま
く
成
長
す
る
と
思
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
子
に
は
身
分
変
更
が
言
い
渡
さ
れ（
８６
）

る
。
し
か
し
、
代
理
母
と
依
頼
し
た
親
が
子
に
つ
い

て
争
う
場
合
、
通
常
は
代
理
母
が
優
先
す
る
こ
と
に
な（
８７
）

る
。

３

ギ
リ
シ
ャ

ギ
リ
シ
ャ
の
立
法
者
は
長
い
間
、
現
代
生
殖
技
術
に
関
す
る
立
法
を
差
し
控
え
て
い
た
が
、
つ
い
に
二
〇
〇
二
年
末
、
主
に
ギ
リ
シ
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ャ
民
法
一
四
五
五
条
か
ら
一
四
八
四
条
に
規
定
が
置
か
れ
た
全
く
驚
く
べ
き
改
正
作
業
を
完
成
さ
せ（
８８
）

た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の

胚
保
護
法
と
対
照
的
に
、
ギ
リ
シ
ャ
法
は
生
殖
医
療
と
肯
定
的
に
接
し
、
そ
の
弊
害
や
誤
っ
た
方
向
へ
の
発
展
（
例
え
ば
、
商
業
化
や

ク
ロ
ー
ン
生
殖
（reprodu

ktiven
K

lon
en

））
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
あ（
８９
）

る
。
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
テ
ー
マ
で
は
、
借
り
腹
型

代
理
母
関
係
に
関
す
る
規
定
の
み
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ（
９０
）

う
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
一
四
五
八
条
に
よ
れ
ば
、
卵
子

提
供
者
が
そ
の
子
を
懐
胎
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
事
前
に
、
卵
子
提
供
者
か
ら
借
り
腹
代
理
母
へ
の
胚
移
植
を
許
可

す
る
こ
と
が
で
き（
９１
）

る
。
卵
子
は
依
頼
し
た
母
自
身
に
由
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
第
三
者
の
卵
子
が
借
り
腹
型
代
理
母

に
移
植
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
よ（
９２
）

い
。
借
り
腹
型
代
理
母
が
そ
の
後
に
子
を
産
む
と
、
依
頼
し
た
母
が
法
律
上
の
母
と
推
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
推
定
は
、
子
が
遺
伝
上
、
借
り
腹
型
代
理
母
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
に
よ
っ
て
の
み
覆
さ
れ

る
だ
け
で
あ
る
（
ギ
リ
シ
ャ
民
法
一
四
六
四（
９３
）

条
）。
し
た
が
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
一
四
五
八
条
の
手
続
は
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
ギ

リ
シ
ャ
で
も
確
立
さ
れ
て
い
る
原
則
、
す
な
わ
ち
、
子
の
母
は
常
に
出
産
し
た
女
性
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
打
ち
破
る
も
の
と
な
る
の

で
あ
る
（「
通
常
の
」
卵
子
提
供
に
つ
い
て
も
、
ギ
リ
シ
ャ
民
法
一
四
六
三（
９４
）

条
）。

�

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

さ
ら
に
最
後
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
発
展
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
代
理
母
関
係
が
広
く
認

め
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
国
際
的
な
「
市
場
」
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
後
掲
Ｄ
参
照
）。

は
じ
め
に
、
私
法
（
こ
こ
で
は
特
に
、
契
約
法
と
親
族
法
）
は
原
則
と
し
て
、
各
州
の
立
法
管
轄
に
属
し
、
そ
の
結
果
、「
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
」
法
は
存
在
せ
ず
、
五
〇
州
各
州
の
さ
ま
ざ
ま
な
法
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
合
衆
国
連
邦
憲
法
の
「
州
際
商
取
引
条
項
」
に
基
づ
い
て
商
業
的
な
代
理
母
斡
旋
に
反
対
す
る
連
邦
法
を
公
布
し
よ
う
と
す
る
試

み
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
挫
折
し（
９５
）

た
。
統
一
法
は
州
法
の
あ
る
一
定
の
統
一
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
各
州
に
よ
っ
て
受
け

代理母関係
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入
れ
ら
れ
た
場
合
に
の
み
効
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
一
九
七
三
年
「
統
一
親
子
関
係（
９６
）

法
」
や
一
九
八
八
年

「
技
術
援
助
に
よ
り
懐
胎
し
た
子
の
法
的
地
位
に
関
す
る
統
一（
９７
）

法
」
は
重
要
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
州
の
立
法
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
の
多
彩
さ
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
代
理
母
関
係
の
禁（
９８
）

止
か
ら
、
商
業
的
な
代
理
母
関
係
の
み
の
禁（
９９
）

止
、
さ
ら
に
は
、

裁
判
所
に
よ
る
認
可
に
よ
っ（
１００
）

て
、
又
は
、
一
般
的
に
代
理
母
契
約
を
広
範
囲
に
認
め
強
制
す
る
も（
１０１
）

の
ま
で
に
及
ぶ
。
し
か
し
、
英
米
法

の
領
域
に
お
い
て
典
型
的
な
こ
と
だ
が
、
そ
の
法
状
況
は
「
裁
判
所
の
実
務
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い

て
、
ほ
ん
の
例
示
的
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
立
場
に
関
し
て
象
徴
的
と
な
る
い
く
つ
か
の
判
決
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「B

aby

M

事
件
」
は
世
間
で
も
大
き
な
注
目
を
浴
び
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
件
で
は
、
依
頼
し
た
親
に
、
代
理
母
が
子
を
引
き
渡
そ
う
と

し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
最
高
裁
判
所
は
、
代
理
母
契
約
は
無
効
で
あ
り
、
遺
伝
上
の
親
（
代
理
母
と
依

頼
し
た
父
）
の
子
で
あ
る
と
判
断
し
た
が
、「
子
の
最
善
の
利
益
」
の
基
準
に
つ
い
て
言
及
し
た
―
そ
れ
に
よ
り
、
結
局
は
、
依
頼
し

た
父
が
子
を
監
護
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
も
っ
と
も
、
代
理
母
に
は
訪
問
権
が
与
え
ら
れ（
１０２
）

た
）。
代
理
母
（
�
遺
伝
上
の
母
）
と
依
頼

し
た
母
と
の
間
の
代
理
母
関
係
に
関
す
る
争
い
で
は
、
た
い
て
い
代
理
母
に
有
利
に
判
決
さ
れ
、
依
頼
し
た
母
を
有
利
に
す
る
代
理
母

契
約
で
の
合
意
は
考
慮
さ
れ
な（
１０３
）

い
。

し
か
し
、
遺
伝
上
の
母
と
代
理
母
が
異
な
る
女
性
で
あ
る
場
合
（
す
な
わ
ち
、
卵
子
提
供
や
胚
提
供
の
場
合
、
つ
ま
り
、
借
り
腹
型

代
理
母
関
係
の
場
合
）
に
は
、
こ
の
合
意
は
重
要
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
子
の
誕
生
を
発
案
し
、
合
意
に
従
っ
て
子
を
自
ら
の
子
と
し

て
監
護
す
る
意
思
の
あ
る
女
性
（「
意
図
し
て
い
る
女
性
」（“in

ten
din

g
m

oth
er”

））
が
法
律
上
の
母
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
依
頼
し

た
母
が
法
律
上
の
母
で
あ（
１０４
）

る
。
こ
の
よ
う
な
合
意
は
、
代
理
母
も
依
頼
し
た
母
も
遺
伝
的
に
子
と
血
縁
関
係
が
な
い
場
合
（
代
理
母
が

第
三
者
の
卵
子
に
由
来
す
る
胚
を
移
植
さ
れ
た
場
合
）
で
さ
え
、
決
定
的
な
要
因
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
依
頼
し
た
母
が
代
理
母
契
約

に
従
っ
て
法
律
上
の
母
と
な
り
、
子
の
懐
胎
や
遺
伝
上
の
関
係
は
、
法
律
上
の
母
子
関
係
の
形
成
に
関
し
て
無
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
た
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の
で
あ（
１０５
）

る
。

以
上
よ
り
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
裁
判
所
は
代
理
母
関
係
に
対
し
て
賛
成
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
反
対
で
あ
る
の
か
に
つ

い
て
厳
格
な
法
政
策
を
ほ
と
ん
ど
追
求
せ
ず
、
特
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
の
場
合
に
お
け
る
正
当
な
判
決
に
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
親
子
関
係
事
件
で
重
要
な
子
の
福
祉
の
原
則
は
、
代
理
母
契
約
が
無
効
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
特
に
、

代
理
母
と
争
い
が
な
い
と
き
に
は
、
依
頼
し
た
親
が
子
を
獲
得
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
導
く
も
の
で
あ
る
（
代

理
母
と
依
頼
し
た
父
の
中
か
ら
の
監
護
権
者
決
定
や
養
子
縁
組
に
よ
り
）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
代
理
母
関
係
は
、
社
会
的
に

も
法
律
的
に
も
広
く
行
わ
れ
て
い
る
手
続
と
し
て
確
立
し
て
お
り
、
多
く
の
医
療
機
関
や
斡
旋
機
関
が
、
子
の
い
な
い
カ
ッ
プ
ル
に（
有

償
の
）
補
助
を
提
供
し
て
い
る
。

Ｄ

国
際
私
法

�

概
観

常
に
一
定
の
要
件
の
下
で
は
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
国
で
は
代
理
母
関
係
を
法
律
的
に
完
全
に
実
行
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
依
頼
す
る
親
が
そ
の
地
へ
旅
行
し
、
彼
ら
の
計
画
を
外
国
で
実
行
す
る
動
機
に
な
り
う
る
も
の
で
あ（
１０６
）

る
。
そ

の
よ
う
に
外
国
で
行
わ
れ
た
事
件
の
承
認
は
、
一
連
の
困
難
な
国
際
私
法
上
の
問
題
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
―

例
と
し
て
―
ド
イ
ツ
法
の
例
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
次
の
こ
と
を
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現

代
生
殖
医
療
に
関
す
る
公
法
規
定
あ
る
い
は
刑
罰
規
定
の
妥
当
範
囲
（
後
掲
�
�
�
）、
子
の
血
統
及
び
親
子
関
係
の
否
認
（
後
掲
�
）、

養
子
縁
組
又
は
類
似
の
制
度
に
よ
る
親
子
関
係
の
変
更
（
後
掲
�
）、
そ
し
て
最
後
に
、
代
理
母
契
約
の
有
効
性
と
執
行
可
能
性
に
つ

い
て
で
あ
る
（
後
掲
�
）。

代理母関係
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�

公
法
上
の
禁
止
及
び
刑
罰
規
定
の
妥
当
範
囲

ド
イ
ツ
の
胚
保
護
法
や
養
子
縁
組
斡
旋
法
は
、
私
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
が
、
公
法
あ
る
い
は
刑
法
的
な
性
質
を
持
つ
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
適
用
範
囲
は
国
際
私
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
際
公
法
あ
る
い
は
国
際
刑
法
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
公
法
や
国
際
刑
法
の
両
方
の
領
域
で
は
、
ま
ず
第
一
に
は
属
地
主
義
原
則
が
妥
当
し
（
ド
イ
ツ
刑
法

三
の
七
条
参
照
）、
す
な
わ
ち
、
そ
の
規
定
は
国
内
の
み
に
効
力
を
持
ち
、
そ
れ
以
外
の
事
実
関
係
の
外
国
関
連
性
（
例
え
ば
、
当
事

者
の
国
籍
）
を
考
慮
す
る
も
の
で
は
な（
１０７
）

い
。
そ
れ
故
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
も
代
理
母
斡
旋
や
人
工
授
精
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
（
代
理
母
契
約
に
つ
い
て
は
、
後
掲
�
参
照
）。
外
国
で
生
じ
た
事
案
に
対
し
て
も
胚
保
護
法
か
ら
評
価
が
引
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ど
う
か
、
又
は
、
ど
の
程
度
引
き
出
さ
れ
る
の
か
は
、
外
国
で
行
わ
れ
た
事
案
の
承
認
が
ド
イ
ツ
の
公
序
に
反
す
る
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
に
お
い
て
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
）。

�

血
統
に
関
す
る
問
題

１

親
子
関
係
の
形
成

血
統
に
関
す
る
準
拠
法
は
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
一
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
子
の
法
律
上
の
親
は
誰
か
と
い
う
こ
と
が
本
題
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
父
子
関
係
も
母
子
関
係
も
含
ま
れ
る
。
親
子
関
係
が
法
律
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
か
、
認
知
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る

か
、
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
民
法
一
四
六
四
条
に
よ
る
依
頼
し
た
母
と

の
母
子
関
係
も
（
前
掲
Ｃ
�
３
）、
法
律
に
よ
っ
て
子
の
誕
生
の
際
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
血
統
に
関
す
る
準
拠
法
の
範

囲
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
（
後
掲
�
２
参
照
）。

こ
の
規
定
は
、
代
理
母
契
約
の
履
行
を
場
合
に
よ
っ
て
は
可
能
に
す
る
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
多
く
の
国
（
フ
ラ
ン
ス
や
イ

タ
リ
ア
）
は
、
匿
名
出
産
の
制
（
１０８
）

度
や
母
子
関
係
の
認
知
と
い
う
制
度
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
代
理
母
が
イ
タ
リ
ア
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人
女
性
に
代
理
し
て
子
を
出
産
し
、
匿
名
（
Ｘ
か
ら
出
生
）
の
ま
ま
に
す
る
場
合
、
イ
タ
リ
ア
人
女
性
は
そ
の
子
を
認
知
す
る
こ
と
が

で
き
、
法
律
上
母
と
な
る
の
で
あ（
１０９
）

る
。

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
一
九
条
一
項
は
、
選
択
的
に
三
つ
の
連
結
を
用
意
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
子
の
常
居
所
地
﹇
法
﹈（
一
号
）、

関
係
す
る
親
の
本
国
法
（
二
号
）、
母
が
婚
姻
し
て
い
る
場
合
に
は
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
（
三
号
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
く
の

選
択
的
連
結
は
、
親
子
関
係
の
確
定
を
容
易
に
し
、
可
能
な
限
り
、
す
べ
て
の
子
に
親
を
作
る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
と
な（
１１０
）

る
。
し
か

し
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
一
九
条
一
項
の
選
択
的
連
結
は
複
数
の
法
へ
導
く
も
の
と
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
複
数
の
親
へ
と
導
く
も

の
と
な
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
人
女
性
が
、
卵
子
提
供
に
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
で
ギ
リ
シ
ャ
人
女
性
の
代
わ
り
に
子
を
懐
胎
し

た
場
合
、
子
の
常
居
所
地
（
ギ
リ
シ
ャ
）
の
法
に
よ
れ
ば
、
卵
子
提
供
者
の
女
性
が
法
律
上
の
母
と
な
る
が
（
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
一

九
条
一
項
一
号
）、
借
り
腹
型
代
理
母
の
本
国
法
に
よ
れ
ば
（
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
一
九
条
一
項
二
号
）、
子
を
産
ん
だ
者
が
法
律
上
の

母
と
な
る
の
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
一
条
）。
子
は
「
一
人
の
」
母
と
「
一
人
の
」
父
だ
け
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
が
ド
イ
ツ
法
の
原
則
で
あ
る
の（
１１１
）

で
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
一
九
条
一
項
に
お
け
る
複
数
の
準
拠
法
の
抵
触
は
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
こ
れ
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
非
常
に
争
わ
れ
て
い（
１１２
）

る
。

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
に
従
い
外
国
法
に
よ
っ
て
父
子
関
係
や
母
子
関
係
が
形
成
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
は
原
則
と
し
て
ド
イ
ツ
の
法
領

域
で
も
有
効
で
あ
る
。
外
国
法
の
適
用
が
ド
イ
ツ
の
公
序
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
（
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
六
条
）
だ
け
が
問

題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
外
国
法
そ
れ
自
体
が
ド
イ
ツ
の
評
価
原
則
に
従
っ
て
検
討
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
個
別
の
場
合
に
お
け
る
結
果
の
み
が
、
ド
イ
ツ
の
評
価
原
則
に
従
っ
て
検
討
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
ド
イ
ツ
の
評
価
は
、
事
案
が
内
国
と
十
分
な
関
連
性
を
有
す
る
場
合
に
貫
徹
さ
れ
る

に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
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ド
イ
ツ
法
と
は
異
な
る
父
子
関
係
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
（
例
え
ば
、
代
理
母
の
内
縁
男
性
に
有
利
に
父
子
関
係
を
推
定
す

る
場
合
）、
ド
イ
ツ
法
の
評
価
原
則
に
反
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
精
子
提
供
者
の
匿
名
性
（
フ
ラ
ン
ス
や
そ
の

他
の
国
の
よ
う
に
）
は
問
題
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
部
の
場
合
は
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
一
九
条
一
項
の
選
択
的

連
結
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
う
る
も
の
と
な
る
。

母
子
関
係
に
つ
い
て
、
卵
子
提
供
者
が
母
と
な
る
こ
と
（
ギ
リ
シ
ャ
）
や
「
意
図
し
た
母
」
が
母
と
な
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
観
念

と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
は
、
胚
保
護
法
や
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
一
条
に
よ
っ
て
、「
複
数
に
分
か
れ
た
母
子
関
係
﹇
代
理

母
関
係
﹈」
を
当
初
か
ら
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
子
を
産
ん
だ
母
と
遺
伝
上

の
母
の
中
か
ら
選
択
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
ド
イ
ツ
法
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
、
つ
ま
り
、
公
序
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い

の
で
あ（
１１３
）

る
。

２

親
子
関
係
の
否
認

父
子
関
係
や
母
子
関
係
の
否
認
は
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
〇
条
で
特
別
に
規
定
さ
れ
て
お（
１１４
）

り
、
否
認
﹇
権
﹈
の
放
棄
や
、
法
律
に
よ

る
否
認
﹇
権
﹈
の
排
除
の
可
能
性
も
含
ま
れ（
１１５
）

る
。
否
認
は
選
択
的
に
、
血
統
が
確
定
さ
れ
う
る
法
（
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
〇
条
一
項
、

一
九
条
一
項
）、
さ
ら
に
子
の
常
居
所
地
法
（
変
更
主
義
）（
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
〇
条
二
項
）
も
準
拠
法
と
な
る
。

こ
こ
で
も
、
外
国
法
が
ド
イ
ツ
の
公
序
に
反
す
る
か
ど
う
か
、
及
び
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
工
授
精
に
同
意
し
た
代
理
母
の
夫
に
親
子
関
係
の
否
認
権
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
は
、
こ
れ
に

当
た
ら
な
い
―
ド
イ
ツ
法
自
身
が
現
在
で
は
そ
う
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
六
〇
〇
条
二
項
）。
逆
に
、
否
認
権
が
与
え
ら
れ
る
場
合

も
ド
イ
ツ
の
評
価
原
則
に
反
す
る
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

準
拠
法
が
母
に
否
認
の
可
能
性
を
与
え
る
場
合
（
例
え
ば
、
卵
子
提
供
に
よ
る
借
り
腹
型
代
理
母
に
）、
遺
伝
上
の
母
が
法
律
上
の
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母
と
さ
れ
る
場
合
と
同
様
に
（
前
掲
１
）、
こ
れ
は
、
胚
保
護
法
や
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
一
条
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
否
認
後
に
母
が
い
な
く
な
る
よ
う
な
場
合
（
例
え
ば
、
匿
名
の
卵
子
提
供
に
よ
り
）
に
は
、
公
序
が
考
慮
さ
れ
う
る
も
の

と
な
る
で
あ
ろ（
１１６
）

う
。

最
後
に
、
外
国
法
が
子
に
否
認
権
を
与
え
な
い
場
合
、
こ
れ
は
、
子
が
自
ら
の
血
統
を
知
る
権
利
に
違
反
す
る
も
の
と
な
り
う
る
。

否
認
権
を
認
め
な
い
こ
と
は
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と
さ
れ
て
お（
１１７
）

り
、
そ
の
限
り
で
、
公
序
も
外
国
法
を
排
除
す

る
も
の
と
な（
１１８
）

る
。

�

親
子
関
係
の
変
更

１

養
子
縁
組

国
内
で
の
養
子
縁
組
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
に
よ
り
、
養
親
の
本
国
法
が
準
拠
法
と
な
り
、
夫
婦
で
あ
る
場
合

に
は
、
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
（
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
一
四
条
）
が
準
拠
法
と
な
る
（
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
一
項
、
子
や
そ
の

他
の
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
累
積
的
に
子
の
本
国
法
、
又
は
、
ド
イ
ツ
法
が
準
拠
法
と
な
る
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
三
条
）。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
の
場
合
だ
け
外
国
法
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な（
１１９
）

る
。

外
国
法
が
ド
イ
ツ
法
よ
り
も
広
範
囲
に
、
代
理
母
関
係
に
お
け
る
養
子
縁
組
を
認
め
る
場
合
、
ド
イ
ツ
の
公
序
が
問
題
と
な
る
。
代

理
母
の
斡
旋
が
第
三
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
、
養
子
縁
組
斡
旋
法
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
一
条
一
項
二
号
が
関
与
し
う

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
は
、
準
拠
法
た
る
外
国
養
子
縁
組
法
を
排
除
す
る
介
入
規
定
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
、
少
な

く
と
も
ド
イ
ツ
の
公
序
を
表
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ（
１２０
）

る
。
こ
の
こ
と
は
、
斡
旋
が
外
国
で
は
許
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ

で
は
禁
止
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
さ
え
も
、
そ
う
で
あ
る
と
一
部
で
は
考
え
ら
れ
て
い（
１２１
）

る
。
し
た
が
っ
て
、﹇
こ
の
場
合
、﹈
原
則
と
し

て
は
外
国
法
に
服
す
る
養
子
縁
組
も
国
内
で
は
、
そ
の
養
子
縁
組
が
子
の
福
祉
に
と
っ
て
「
必
要
で
あ
る
」
場
合
の
み
宣
言
さ
れ
る
こ

代理母関係

（阪大法学）５３（５―２６９）１３４３〔２００４．１〕



と
に
な（
１２２
）

る
。

依
頼
し
た
親
に
子
を
引
き
渡
す
と
い
う
子
の
誕
生
前
の
代
理
母
の
債
務
を
、
外
国
法
が
拘
束
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
場
合
、
そ
れ
は

公
序
の
観
点
に
お
い
て
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
ろ（
１２３
）

う
。
遺
伝
上
の
母
に
と
っ
て
誕
生
後
の
引
き
渡
し
期
間
が
適
切
で

あ
る
こ
と
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
七
条
二
項
一
号
の
よ
う
な
八
週
間
で
あ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
は
な
い
が
）
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で

あ（
１２４
）

る
。

外
国
養
子
縁
組
の
場
合
、
ド
イ
ツ
で
の
承
認
が
問
題
と
な
る
。
契
約
型
養
子
縁
組
が
問
題
と
な
る
場
合
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二

条
、
二
三
条
に
よ
る
準
拠
法
を
基
準
に
審
査
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
の
公
序
に
よ
る
留
保
に
従
っ
て
審
査
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
裁
判
所
で
の
養
子
縁
組
宣
言
や
官
庁
で
の
養
子
縁
組
宣
言
の
場
合
、
ド
イ
ツ
非
訟
事
件
手
続
法
一
六
ａ
条
に
従
っ
て
承
認
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
手
続
法
上
の
最
小
限
の
基
準
と
実
体
的
公
序
が
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

２

ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
三
〇
条
に
従
っ
た
裁
判
所
に
よ
る
親
子
関
係
の
決
定

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
決
定
（
前
掲
Ｃ
�
２
）
は
独
特
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
国
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
制
度
で
あ
る
。

国
際
私
法
上
、
そ
れ
を
分
類
す
る
こ
と
は
法
性
決
定
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
伝
上
の
血
縁
関
係
を
不
可
欠
と
せ
ず
（
一
方
の

親
だ
け
が
子
と
血
縁
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）、
法
律
上
の
親
子
関
係
の
形
成
が
問
題
と
な
る
の
で
、
本
質
的
に
は
、
簡
易
化
さ

れ
た
養
子
縁
組
で
あ（
１２５
）

る
。
そ
れ
故
に
、
国
際
私
法
上
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
決
定
は
簡
易
化
さ
れ
た
養
子
縁
組
と
同
様
に
取
り
扱
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
前
掲（
１２６
）

１
）。
ド
イ
ツ
の
公
序
に
関
し
て
も
、﹇
養
子
縁
組
と
﹈
同
じ
こ
と
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る

―
す
な
わ
ち
、
特
別
な
手
続
で
あ
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
だ
け
で
は
、
ド
イ
ツ
の
公
序
に
反
す
る
も
の
で
は
な（
１２７
）

い
。
そ
れ
故
、
依
頼
し
た

親
が
イ
ギ
リ
ス
人
の
場
合
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
も
、
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
三
〇
条
に
従
っ
た
決
定
を
下
す
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
決
定
が
イ
ギ
リ
ス
で
下
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
非
訟
事
件
手
続
法
一
六
ａ
条
に
従
っ
て

翻 訳
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ド
イ
ツ
で
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

３

依
頼
し
た
父
を
子
の
監
護
権
者
と
指
定
す
る
こ
と

未
婚
の
代
理
母
及
び
依
頼
し
た
父
（
そ
の
者
の
精
子
を
用
い
た
人
工
授
精
）
と
の
親
子
関
係
の
形
成
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
者

の
中
か
ら
監
護
権
者
に
関
す
る
決
定
が
行
わ
れ
、
依
頼
し
た
父
が
監
護
権
者
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
―
い
わ
ば
、
「
小
さ
な
解
決

策
」（“klein

e
L

ösu
n

g”

）
と
し
て
―
、
代
理
母
契
約
が
履
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
時
々
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
で
行
わ
れ
て
い（
１２８
）

る
。
こ
の
方
法
に
よ
り
、
た
し
か
に
依
頼
し
た
母
は
法
律
上
は
母
で
は
な
い
が
（
継
母
に
す
ぎ
な
い
）、
子
は
自
ら

の
子
の
よ
う
に
、
依
頼
し
た
親
の
家
族
の
中
で
成
長
す
る
こ
と
に
な（
１２９
）

る
。

監
護
権
は
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
一
条
で
規
定
さ
れ
る
親
子
関
係
の
効
力
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
子

の
常
居
所
地
法
―
変
更
主
義
―
が
準
拠
法
と
な
る
。
こ
の
準
拠
法
は
、
監
護
権
者
に
関
す
る
合
意
（
代
理
母
と
依
頼
し
た
父
と
の
間

の
）
が
ど
の
程
度
拘
束
力
が
あ
る
か
に
つ
い
て
も
規
律
す
る
こ
と
に
な（
１３０
）

る
。

外
国
で
の
監
護
権
者
決
定
の
場
合
、
国
内
で
の
承
認
が
問
題
と
な（
１３１
）

る
。
最
終
的
に
は
、
公
序
の
審
査
（
ド
イ
ツ
非
訟
事
件
手
続
法
一

六
ａ
条
四
号
）
に
お
い
て
、
承
認
時
に
お
け
る
子
の
福
祉
が
重
要
と
な（
１３２
）

る
。
た
と
え
監
護
権
者
決
定
時
に
は
、
代
理
母
関
係
の
合
意
を

考
慮
す
る
と
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
別
の
決
定
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
も
、
子
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
既
に
、
依
頼
し

た
父
の
家
族
の
中
で
生
活
し
て
い
た
場
合
に
は
、
子
の
福
祉
の
観
点
か
ら
監
護
権
者
決
定
の
承
認
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な（
１３３
）

る
。

�

契
約
に
よ
る
合
意

代
理
母
契
約
に
お
い
て
は
、
そ
の
有
効
性
や
執
行
可
能
性
が
問
題
と
な
る
契
約
が
多
く
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
依

頼
し
た
親
と
代
理
母
（
及
び
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
夫
も
）
と
の
間
の
本
来
の
代
理
母
契
約
、
依
頼
し
た
親
の
間
で
の
内
部
的
な
合

意
、
第
三
者
と
で
は
、
斡
旋
契
約
、
医
療
契
約
、
弁
護
士
契
約
が
締
結
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
代
理
母
を
人
工
授
精
さ
せ
、

代理母関係
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胚
を
懐
胎
し
、
子
を
引
き
渡
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
代
理
母
契
約
の
み
を
議
論
す
る
こ
と
に
す（
１３４
）

る
。

契
約
の
準
拠
法
一
般
は
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
七
条
以
下
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
選
択
（
こ
れ
に
つ
い
て
は

す
ぐ
後
に
述
べ
る
）
が
な
い
場
合
、
契
約
上
の
特
徴
的
給
付
を
行
う
当
事
者
が
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
が
準
拠
法
に
な
る
。
こ
こ
で

は
、
こ
の
者
は
代
理
母
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
中
心
と
な
る
主
た
る
給
付
、
特
に
依
頼
し
た
親
へ
の
子
の
引
き
渡

し
へ
副
次
的
に
連
結
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
通
常
、
こ
れ
は
養
子
縁
組
の
準
拠
法
（
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
、
二
三

条
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
「
子
の
福
祉
に
資
す
る
合
意
」（“dien

en
den

V
erein

baru
n

gen
”

）
も
こ
れ
に
服
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
ろ（
１３５
）

う
。
合
意
の
親
族
法
的
な
性
質
よ
り
す
る
と
、
こ
の
第
二
の
見
解
に
優
先
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ（
１３６
）

う
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
裁
判
所
で
は
身
分
上
の
問
題
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
こ
の
問
題
は
ま
だ

広
範
囲
に
わ
た
っ
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
親
族
法
的
に
連
結
さ
せ
る
場
合
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
七
条
に
従
っ
た
自
由
な
法
選
択
の

問
題
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
に
よ
り
、
代
理
母
契
約
に
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
限
り
（
つ
ま
り
、
依
頼
し
た
親
が
外
国
人
で
あ
る
限

り
）、
―
直
接
的
に
「
介
入
規
定
」
と
し
て
（
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
三
四
条
参
照
）、
又
は
、
公
序
と
し
て
―
ド
イ
ツ
の
強
行
法
が
貫
徹

さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
の
養
子
縁
組
の
斡
旋
や
人
工
授
精
は
胚
保
護
法
や
養
子
縁
組
斡
旋
法
に
反
す
る
の
で
、
そ
の
合

意
は
無
効
で
あ
る
（
前
掲
�
参
照
）。
代
理
母
契
約
が
外
国
で
行
わ
れ
る
限
り
は
、
胚
保
護
法
や
養
子
縁
組
斡
旋
法
が
介
入
す
る
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
契
約
は
ド
イ
ツ
の
公
序
に
反
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
で
は
「
良
俗
に
反
す
る
」
と
評

価
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ（
１３７
）

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
償
の
合
意
は
常
に
良
俗
に
反
す
る（
１３８
）

が
、
代

理
母
契
約
そ
れ
自
体
は
当
然
に
は
そ
う
で
は
な
い
（
前
掲
Ｂ
�
２
）。
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Ｅ

結
論

抽
象
的
な
結
論
の
要
約
に
代
え
て
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
具
体
的
な
事
案
の
解
決
を
簡
単
に
説
明
し
て
み（
１３９
）

る
。
子
の
い
な
い
ド
イ
ツ
人

夫
婦
が
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
へ
行
き
、
依
頼
し
た
父
の
精
子
を
使
っ
て
人
工
的
に
受
精
さ
せ
る
代
理
母
契
約
を
、
仲
介
者
の
斡
旋
に
よ
っ

て
代
理
母
と
行
っ
た
。
そ
の
後
に
誕
生
し
、
合
意
に
従
っ
て
依
頼
し
た
親
に
引
き
渡
さ
れ
た
子
は
、
依
頼
し
た
父
に
よ
っ
て
ケ
ン
タ
ッ

キ
ー
州
で
認
知
さ
れ
、
そ
の
地
の
裁
判
所
が
父
に
単
独
の
監
護
権
を
与
え
た
。
ド
イ
ツ
へ
帰
国
後
た
だ
ち
に
、
依
頼
し
た
母
は
、
夫
の

子
と
の
養
子
縁
組
の
申
立
を
行
っ
た
と
す
る
（
継
母
に
よ
る
養
子
縁
組
、
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
一
条
二
項
二
号
）。

そ
の
代
理
母
契
約
は
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
一
項
二
号
、
一
四
条
に
よ
り
ド
イ
ツ
法
が
準
拠
法
と
な
る
。
契
約
の
中
に
有
償

と
す
る
条
項
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
良
俗
違
反
を
理
由
に
無
効
で
あ
る
が
（
ド
イ
ツ
民
法
一
三
八
条
）、
代
理
母
契
約
の
そ
れ
以

外
の
点
は
当
然
に
は
無
効
と
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
代
理
母
が
子
を
引
き
渡
す
義
務
は
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

親
子
関
係
は
、
子
の
出
生
時
の
子
の
常
居
所
地
法
か
、
親
の
本
国
法
が
選
択
的
に
準
拠
法
と
な
る
（
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
一
九
条
一

項
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
母
子
関
係
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
法
が
準
拠
法
と
な
る
が
、
父
子
関
係
は
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
法
の
ほ
か
、
選
択

的
に
ド
イ
ツ
法
も
準
拠
法
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
両
親
は
代
理
母
と
依
頼
し
た
父
で
あ
る
。

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
の
裁
判
所
に
よ
る
代
理
母
と
依
頼
し
た
父
の
中
か
ら
の
監
護
権
者
決
定
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ド
イ
ツ
非
訟
事
件
手

続
法
一
六
ａ
条
に
従
っ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
公
序
に
違
反
す
る
事
由
（
ド
イ
ツ
非
訟
事
件
手
続
法
一
六
ａ
条
四

号
）
は
見
ら
れ
な
い
。

ド
イ
ツ
で
の
養
子
縁
組
は
ド
イ
ツ
法
が
準
拠
法
と
な
る
（
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
二
二
条
一
項
二
号
、
一
四
条
一
項
一
号
）。
た
し
か

に
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
で
の
養
子
縁
組
の
斡
旋
は
、
養
子
縁
組
斡
旋
法
一
三
ｃ
条
に
含
ま
れ
ず
、
法
律
違
反
で
は
な
い
が
、
場
合
に
よ

代理母関係
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っ
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
良
俗
に
反
す
る
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
後
見
裁
判
所
に
よ
っ
て
養
子
縁
組
が
宣
言
さ
れ
る

の
は
、「
子
の
福
祉
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
」
場
合
だ
け
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
一
条
一
項
二
号
）。
こ
の
事
案

の
場
合
、
子
は
誕
生
以
来
、
依
頼
し
た
親
の
家
族
の
中
で
実
際
に
生
活
し
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
子
は
法
律
上
は
依
頼
し
た
父
の
子

で
あ
り
、
そ
の
父
は
永
続
的
に
単
独
監
護
権
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
継
子
の
養
子
縁
組
は
、
法
律
上
も
完
全
に
安
定
し
た
家
族
を

子
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
こ
の
養
子
縁
組
は
子
の
利
益
に
と
っ
て
「
必
要
」
な
の
で
あ（
１４０
）

る
。

（
１
）

唯
一
、
旧
約
聖
書
に
お
い
て
は
、
代
理
母
が
用
い
ら
れ
た
三
つ
の
場
合
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
的
な
問
題
や
社
会
的

な
問
題
な
し
に
）（
創
世
記
一
六
章
、
三
〇
章
一
―
八
節
、
九
―
一
三
節
）。
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
部
族
法
に
お
け
る
女
性
同
士
の
婚
姻
に
つ
い
て

は
、C

oester-W
altjen

/C
oester,In

tern
ation

alE
n

cyclopaedia
ofC

om
parative

L
aw

(1997)V
ol.IV

C
h

ap.3
n

.3-74

参
照
。

（
２
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約（E

M
R

K
）と
児
童
の
権
利
に
関
す
る
国
連
条
約（U

N
-K

in
derkon

ven
tion

）の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、B

in
d

er,

D
ie

A
u

sw
irku

n
gen

der
eu

ropäisch
en

M
ensch

en
rech

tskon
ven

tion
u

n
d

des
U

N
-Ü

berein
kom

m
en

s
ü

ber
die

R
ech

te
des

K
in

des
vom

20.
N

ovem
ber

1989
au

f
R

ech
tsfragen

im
B

ereich
der

m
edizin

isch
assistierten

F
ortpflan

zu
n

g,
D

iss.

F
reibu

rg
1998

参
照
。
一
九
六
二
年
非
嫡
出
子
の
母
子
関
係
の
確
定
に
関
す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
国
際
身
分
登
録
委
員
会
条
約
（B

rü
sseler

C
IE

C
-A

bkom
m

en
ü

ber
die

F
eststellu

n
g

der
m

ü
tterlich

en
A

bstam
m

u
n

g
n

ich
teh

elich
er

K
in

der,
1962,

B
G

B
l.

1965
II

23)

も
参
照
。

（
３
）

後
掲
Ｄ
参
照
。

（
４
）

C
oester-W

altjen
,R

eprodu
ktion

sm
edizin

2002,183,186
ff.

参
照
。

（
５
）

B
V

erfG
N

JW
1989,891

;
N

JW
1997,1769.

（
６
）

後
掲
�
参
照
。

（
７
）

A
doption

sverm
ittlu

n
gsgesetz

vom
27.

11.
1989.

最
新
の
も
の
と
し
て
は
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
二
日
法
（B

G
B

l.
2002

I

354

）。
こ
れ
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
は
、
後
掲
�
�
参
照
。

翻 訳
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（
８
）

G
esetz

zu
m

S
ch

u
tz

von
E

m
bryon

en
vom

13.
12.

1990,
B

G
B

l.
I

2746.

こ
れ
に
対
し
て
、
遺
伝
子
技
術
法

（G
en

tech
n

ikgesetz
vom

20.6.1990

）
は
ヒ
ト
の
遺
伝
子
を
含
む
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
法
律
は
無
関
係
で
あ
る
。B

T
-D

ru
cks.

11/5622
S

.23

参
照
。

（
９
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
掲
�
参
照
。

（
１０
）

B
T

-D
ru

cks.13/4899
S

.52,266.

（
１１
）

こ

の

テ

ー

マ

に

つ

い

て

は
、Z

eitsch
rift

“R
eprodu

ktion
sm

edizin
”

H
eft

4/2002

参

照
。“D

as
R

ech
t

der

F
ortpflan

zu
n

gsm
edizin

im
21.Jah

rh
u

n
dert”

、
及
び
、
医
学
専
門
家
や
法
律
家
の
多
く
の
論
文
が
あ
る
。

（
１２
）

K
eller/G

ü
n

th
er/K

aiser,E
m

bryon
en

sch
u

tzgesetz
(1992)§

1
A

bs.1
N

r.7
R

n
.13

;
M

ü
n

ch
K

om
m

-B
G

B
/M

au
rer

(4.

A
u

fl.2002)§
1744

A
n

h
.R

n
.24

;
L

ierm
an

n
F

am
R

Z
1991,1403.

（
１３
）

も
っ
と
も
、
代
理
母
と
依
頼
し
た
親
は
刑
罰
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
養
子
縁
組
斡
旋
法
一
四
ｂ
条
三
項
。

（
１４
）

も
っ
と
も
、
斡
旋
の
有
償
性
や
営
業
性
は
重
い
刑
罰
へ
導
く
も
の
と
な
る
。
養
子
縁
組
斡
旋
法
一
四
ｂ
条
三
項
。

（
１５
）

C
oester-W

altjen
F

am
R

Z
1992,369.

（
１６
）

前
掲
�
の
「
第
三
の
類
型
」
参
照
。

（
１７
）

医
師
の
職
務
規
程
は
、
許
さ
れ
る
者
の
限
界
を
法
律
よ
り
も
さ
ら
に
狭
く
規
定
し
て
い
る
（C

oester-W
altjen

,

R
eprodu

ktion
sm

edizin
2002,

183,
187

;
W

an
itzek

F
am

R
Z

2003,
730,

733

）。
し
か
し
、
代
理
母
関
係
は
こ
れ
に
よ
っ
て
影
響

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
１８
）

実
務
で
の
例
と
し
て
、L

G
F

reibu
rg

N
JW

1987,1486

参
照
。

（
１９
）

胚
保
護
法
は
、
数
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
胚
の
余
剰
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
。
一
条
一
項
三
号
、
四
号
、
五
号
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、C

oester-W
altjen

,R
eprodu

ktion
sm

edizin
2002,158

ff.
参
照
。

（
２０
）

そ
れ
以
外
の
場
合
は
、
胚
保
護
法
一
条
一
項
七
号
の
禁
止
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
２１
）

C
oester-W

altjen
F

am
R

Z
1992,

369,
370,

373
:

「
将
来
に
お
い
て
も
、
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。」

（
２２
）

後
掲
Ｄ
参
照
。

代理母関係
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（
２３
）

B
T

-D
ru

cks.
11/5460

S
.

7,
9

;
11/5154.

同
様
に
ス
イ
ス
に
つ
い
て
、B

otsch
aft

des
B

u
n

desrats
v.

26.
6.

1996
zu

m

F
ortpflan

zu
n

gsm
edizin

gesetz,B
B

l.1996
III

205,254.

（
２４
）

B
R

-D
r.

180/96
S

.
92

;
R

au
sch

er,
F

am
ilien

rech
t

(2002)
R

n
.

765
;

H
oh

loch
,

F
am

ilien
rech

t
(2002)

R
n

.
744

;

M
u

tsch
ler

F
am

R
Z

1996,1381,1385
;

Q
u

an
tiu

s
F

am
R

Z
1998,1145,1150

;

む
し
ろ
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、M

ü
n

ch
K

om
m

-B
G

B
/S

eid
el

(4.A
u

fl.2002)§
1591

R
n

.17.

（
２５
）

R
au

sch
er,F

am
ilien

rech
t

R
n

.766
;

M
ü

n
ch

K
om

m
-B

G
B

/S
eid

el§
1591

R
n

.5.

（
２６
）

R
au

sch
er,

F
am

ilien
rech

t
R

n
.

766
;

M
ü

n
ch

K
om

m
-B

G
B

/S
eid

el§
1591

R
n

.
5

;
D

ied
erich

sen
N

JW
1998,

1977,

1979.

（
２７
）

前
掲
注
（
５
）
参
照
。
そ
れ
故
に
、
否
認
権
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、M

ü
n

ch
K

om
m

-B
G

B
/S

eid
el§

1591

R
n

.
23

;
C

oester-W
altjen

,
G

u
tach

ten
zu

m
56.

D
eu

tsch
en

Ju
risten

tag
(1986)

B
68

;
S

ch
w

en
zer,

G
u

tach
ten

zu
m

59.

D
eu

tsch
en

Ju
risten

tag
(1989)

B
40

;
C

oester
D

E
u

F
am

R
1999,3,5

;
S

eid
l

F
P

R
2002,402

f.;
S

tau
d

in
ger/R

au
sch

er

(2000)
A

n
h

.
zu
§

1592
R

n
.

26,
27

;
S

ch
lü

ter,
F

am
ilien

rech
t

(10.
A

u
fl.

2003)
R

n
.

268.
K

opper-R
eifen

berg
,

K
in

dsch
aftsrech

tsreform
u

n
d

S
ch

u
tz

des
F

am
ilien

leben
s

n
ach

A
rt.8

E
M

R
K

(2001)S
.197

は
、
否
認
権
を
欠
い
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
八
条
違
反
で
あ
る
と
さ
え
考
え
る
。

（
２８
）

B
T

-D
ru

cks.13/4899
S

.82.

（
２９
）

S
ch

lü
ter,F

am
ilien

rech
t

R
n

.268
;

疑
問
と
す
る
も
の
と
し
て
、M

ü
n

ch
K

om
m

-B
G

B
/S

eid
el§

1591
R

n
.27.

（
３０
）

B
T

-D
ru

cks.
12/4899

S
.

83
;

D
ied

erich
sen

N
JW

1998,
1977,

1979
;

Q
u

an
tiu

s
F

am
R

Z
1998,

1145,
1150

;

M
ü

n
ch

K
om

m
-B

G
B

/S
eid

el§
1591

R
n

.
27

は
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
二
五
六
条
に
よ
る
確
認
の
訴
え
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
疑
問

と
す
る
も
の
と
し
て
、S

ch
w

ab/W
agen

itz
F

am
R

Z
1997,

1377
;

S
eid

l
F

P
R

2002,
402,

403.

事
実
上
の
血
統
は
ド
イ
ツ
民
事
訴

訟
法
二
五
六
条
の
意
味
に
お
け
る
「
法
律
関
係
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、C

oester-W
altjen

F
am

R
Z

1992,
369,

371
;

C
oester

D
E

u
F

am
R

1999,
3,

5
;

B
ü

ttn
er

F
am

R
Z

1998,
585,

593
;

G
au

l
F

am
R

Z
1997,

1441,
1467

;

R
au

sch
er,

F
am

ilien
rech

t
R

n
.

766.

法
律
上
の
親
子
関
係
が
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
、
ド
イ
ツ
民

事
訴
訟
法
六
四
〇
条
に
従
っ
た
身
分
関
係
手
続
は
ど
の
場
合
に
も
問
題
に
な
ら
な
い
。

翻 訳
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（
３１
）

C
oester-W

altjen
,G

u
tach

ten
56.D

JT
(1986)B

63
ff.;

dies.F
am

R
Z

1992,369,373
;

dies.,R
eprodu

ktion
sm

edizin

2002,183,192,194.

そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。N

JW
1989,891,893.

（
３２
）

S
tau

d
in

ger/R
au

sch
er

A
n

h
.zu
§

1592
R

n
.31.

（
３３
）

M
u

tsch
ler

F
am

R
Z

1996,
1381,

1385
;

改
正
の
考
察
に
つ
い
て
、C

oester-W
altjen

,
R

eprodu
ktion

sm
edizin

2002,
183,

191
f.

そ
れ
故
に
、
授
精
を
行
う
医
師
は
、
提
供
者
の
身
元
を
文
書
で
記
録
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
医
師
が
こ
れ
を
怠
る
場

合
、
そ
の
医
師
は
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（S

tau
d

in
ger/R

au
sch

er
A

n
h

.
zu
§

1592
R

n
.

26,
27

;
C

oester-W
altjen

,

G
u

tach
ten

zu
m

56.D
JT

(1986)
B

68
;

S
tarck

,G
u

tach
ten

zu
m

56.D
JT

(1986)
A

25)

。
も
っ
と
も
、
依
頼
し
た
親
は
、
内
部

関
係
に
お
い
て
は
、
契
約
上
、
精
子
提
供
者
を
そ
の
親
と
し
て
の
義
務
か
ら
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
（C

oester-W
altjen

,

R
eprodu

ktion
sm

edizin
2002,183,191,192

）。

（
３４
）

ド
イ
ツ
民
法
一
六
〇
〇
条
一
項
参
照
。
否
認
権
者
は
、
母
、
法
律
上
の
父
、
及
び
、
子
だ
け
で
あ
る
。

（
３５
）

B
V

erfG
,B

esch
lu

ss
vom

9.4.2003,F
am

R
Z

2003,816,820
ff.

（
３６
）

こ
の
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
一
条
に
よ
れ
ば
法
律
上
の
母
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
卵
子
提
供
者
に
有
利
な
論
拠
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
前
掲
（
ａ
）
参
照
。S

eid
l

F
P

R
2002,

402,
403

（
す
べ
て
の
母
は
国
家
に
よ
る
保
護
が
保
障
さ
れ
る
と

す
る
ド
イ
ツ
基
本
法
六
条
四
項
を
援
用
し
て
）
参
照
。

（
３７
）

R
au

sch
er,F

am
ilien

rech
t

R
n

.765

参
照
。「
親
の
自
己
実
現
の
方
法
で
は
な
く
、
子
の
福
祉
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
。」

（
３８
）

身
分
登
録
法
（P

S
tG

）
六
一
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
子
は
一
六
歳
か
ら
身
分
登
録
簿
の
閲
覧
権
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

（
３９
）

全
体
に
つ
い
て
、M

ü
n

ch
K

om
m

-B
G

B
/M

au
rer

(4.A
u

fl.2002)§
1741

R
n

.13

参
照
。

（
４０
）

G
iesen

JZ
1985,1054

;

同
様
に
、R

au
sch

er
a.a.O

.;
M

an
sees

Z
fJ

1986,496,498
f.

（
４１
）

C
oester-W

altjen
,G

u
tach

ten
zu

m
56.D

JT
(1986)B

87
f.m

it
w

eiteren
N

ach
w

eisen
;

dies.F
am

R
Z

1992,369,371
;

M
ü

n
ch

K
om

m
-B

G
B

/M
au

rer§
1741

R
n

.13
;

E
rm

an
/H

olzh
au

er§
1741

R
n

.16
;

S
tau

d
in

ger/F
ran

k
(2001)§

1741
R

n
.

35
;

F
ru

ch
t,

E
rsatzm

u
ttersch

aft
im

U
S

-am
erikan

isch
en

u
n

d
deu

tsch
en

R
ech

t
u

n
ter

B
erü

cksich
tigu

n
g

rech
tsvergleich

en
der

u
n

d
kollision

srech
tlich

er
A

spekte
(1996)

218.
さ
ら
に
ま
た
、
依
頼
し
た
親
に
よ
る
養
子
縁
組
が
裁
判
所

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
代
理
母
は
、
同
意
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
者
へ
の
養
子
縁
組
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

代理母関係
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こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。M

ü
n

ch
K

om
m

-B
G

B
/M

au
rer

a.a.O
.

（
４２
）

K
G

JZ
1985,1053

;
A

G
G

ü
tersloh

F
am

R
Z

1986,718
f.

（
４３
）

抵
触
法
上
は
準
拠
法
と
な
ら
な
い
外
国
法
に
違
反
す
る
こ
と
も
、「
良
俗
に
反
す
る
」
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。B

am
berger/R

oth
/

E
n

d
ers,B

G
B

(2003)§
1741

R
n

.9

参
照
。

（
４４
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、B

am
berger/R

oth
/E

n
d

ers§
1741

R
n

.
9-11

;
M

ü
n

ch
K

om
m

-B
G

B
/M

au
rer§

1741
R

n
.

20
ff.

参
照
。

（
４５
）

M
ü

n
ch

K
om

m
-B

G
B

/M
au

rer§
1741

R
n

.
27

;
B

am
berger/R

oth
/E

n
d

ers§
1741

R
n

.
7

は
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

個
別
の
具
体
的
な
ケ
ー
ス
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
裁
判
所
の
判
決
は
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。

（
４６
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
後
掲
Ｄ
�
３
。
監
護
権
に
関
す
る
宣
言
（S

orgeerkläru
n

g

）
に
基
づ
く
、
父
と
代
理
母
に
よ
る
共
同
監

護
権
も
問
題
と
な
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
六
二
六
ａ
条
一
項
一
号
）
―
む
し
ろ
、
全
く
理
論
的
な
類
型
で
あ
る
。

（
４７
）

継
子
の
養
子
縁
組
に
対
す
る
一
般
的
な
懸
念
に
つ
い
て
は
、S

tau
d

in
ger/F

ran
k
§

1741
R

n
.41

ff.m
it

w
eiteren

N
ach

w
eisen

参
照
。

（
４８
）

以
下
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、C

oester-W
altjen

N
JW

1982,2528,2531
ff.

（
４９
）

C
oester-W

altjen
,

G
u

tach
ten

zu
m

56.
D

JT
(1986)

B
91

ff.;
dies.

F
am

R
Z

1992,
369,

371
;

M
ü

n
ch

K
om

m
-B

G
B

/

M
au

rer
A

n
h

.zu
§

1744
R

n
.24

;
S

tau
d

in
ger/R

au
sch

er
A

n
h

.zu
§

1592
R

n
.33

;
L

ierm
an

n
M

D
R

1990,859
ff.;

ders.

F
am

R
Z

1991,1403
ff.

参
照
。

（
５０
）

S
tau

d
in

ger/R
au

sch
er

a.a.O
.;

O
L

G
H

am
m

JZ
1987,

441
ff.;

詳
細
に
は
、C

oester-W
altjen

,
G

u
tach

ten
56.

D
JT

(1986)B
91

f.

（
５１
）

M
ü

n
ch

K
om

m
-B

G
B

/M
au

rer
a.a.O

.

（
５２
）

法
律
は
、
道
徳
的
と
さ
れ
る
最
低
限
の
基
準
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。C

oester-W
altjen

,

R
eprodu

ktion
sm

edizin
2002,183,189

;
dies.,G

u
tach

ten
zu

m
56.D

JT
(1986)

B
79

ff.;
B

esch
lu

ss
des

56.D
JT

,N
JW

1986,
3069,

3070
;

D
eu

tsch
,

M
edizin

rech
t

(3.
A

u
fl.

1997)
R

n
.

435
;

D
ietrich

,
M

u
ttersch

aft
fü

r
D

ritte-R
ech

tlich
e

P
roblem

e
der

L
eih

m
u

ttersch
aft

u
n

ter
B

erü
cksich

tigu
n

g
en

tw
icklu

n
gspsych

ologisch
er

u
n

d
fam

ilien
soziologisch

er

E
rken

n
tn

isse
u

n
d

rech
tsvergleich

en
der

E
rfah

ru
n

gen
,

D
iss.

H
am

bu
rg

1989,
S

.
458

ff.;
G

oeld
el,

L
eih

m
u

ttersch
aft-

翻 訳
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ein
e

rech
tsvergleich

en
de

S
tu

die
(1994)

S
.

152
ff.;

B
ackm

an
n

,
K

ü
n

stlich
e

F
ortpflan

zu
n

g
u

n
d

In
tern

ation
ales

P
rivatrech

t
(2001)969

参
照
。
別
の
見
解
と
し
て（
良
俗
違
反
に
関
す
る
）、B

en
d

a
1985,1730

ff.;
L

au
fs

JZ
1986,769

ff.,775
;

L
ierm

an
n

F
am

R
Z

1991,
1403.

代
理
母
が
被
用
者
と
し
て
、
雇
用
者
か
ら
の
法
律
上
の
妊
産
婦
保
護
の
給
付
と
社
会
保
険
を
受
け
取
る

こ
と
か
ら
、
良
俗
違
反
は
推
論
さ
れ
な
い
。C

oester-W
altjen

N
JW

1982,2588

及
び2533

の
注
（
４９
）。

（
５３
）

M
ü

n
ch

K
om

m
-B

G
B

/M
au

rer
a.a.O

.m
it

w
eiteren

N
ach

w
eisen

.

（
５４
）

C
oester-W

altjen
,

G
u

tach
ten

zu
m

56.
D

JT
(1986)

B
92

f.;
S

tau
d

in
ger/R

au
sch

er
A

n
h

.
zu
§

1592
R

n
.

33
;

M
ü

n
ch

K
om

m
-B

G
B

/M
au

rer
A

n
h

.§
1744

R
n

.24.

（
５５
）

K
G

N
JW

1985,2201
;

L
G

F
reibu

rg
N

JW
1987,1486.

（
５６
）

損
害
賠
償
義
務
に
つ
い
て
、C

oester-W
altjen

,G
u

tach
ten

zu
m

56.D
JZ

(1986)B
93

ff.;
dies.N

JW
1982,2528,2533

f.

（
５７
）

Z
eitsch

rift
R

eprodu
ktion

sm
edizin

2002

（
前
掲
注
（
１１
））
に
お
け
る
論
文
を
参
照
。

（
５８
）

C
oester-W

altjen
,

F
ortpflan

zu
n

gsm
edizin

2002,
183,

188
;

ス
イ
ス
に
つ
い
て
、B

en
-A

m
,

G
espalten

e
M

u
tterschaft

(1998)

も
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
、W

arn
ock

R
eport

(1984)§
6.6.

参
照
。

（
５９
）

B
in

d
er

注
（
２
）S

.
137

に
よ
れ
ば
、
卵
子
提
供
を
原
則
的
に
認
め
る
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
で
も
要
求
さ
れ
て
い
る
。
同

様
に
、K

opper-R
eifen

berg

注
（
２７
）S

.
198

ff.,
204.

も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
卵
子
売
買
の
商
業
化

（F
O

C
U

S
36/2003

S
.74

ff.

参
照
）
は
、
控
え
め
な
態
度
が
勧
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
６０
）

C
oester-W

altjen
a.a.O

.S
.194

f.

（
６１
）

外
国
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
一
九
九
二
年
に
生
殖
医
療
法
を
公
布
し
（öB

G
B

l.

1992/275

）、
そ
の
法
律
は
、
生
殖
医
療
に
関
す
る
公
的
な
問
題
（öffen

tlich
en

F
ragen

）
の
ほ
か
、
民
法
上
の
効
果
の
問
題
も
規
定
し

て
い
る
（
後
者
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
に
挿
入
さ
れ
た
。
一
三
七
ｂ
条
、
一
五
五
条
、
一
五
六
ａ
条
、
一
六
三
条
）。
こ
の
法
律
は
、
あ
ら

ゆ
る
方
式
の
代
理
母
関
係
を
禁
止
し
、
そ
の
斡
旋
に
は
刑
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
生
殖
医
療
法
二
一
条
、
二
二
条
一

項
四
号
）。
有
償
の
代
理
母
契
約
は
無
効
で
あ
る
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
八
七
九
条
二
項
一
ａ
号
）（
詳
細
に
つ
い
て
は
、S

ch
w

im
an

n
S

tA
Z

1993,169
ff.;

生
殖
医
療
法
を
確
認
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
判
例
（F

am
R

Z
2000,601

）
に
つ
い
て
、C

oester-W
altjen

F
am

R
Z

2000,

598
f.

参
照
）。
ス
ペ
イ
ン
人
工
授
精
法
（G

esetz
N

r.35/1988
vom

22.11.1988
ü

ber
die

kü
n

stlich
e

B
efru

ch
tu

n
g

）
や
ス
イ
ス

代理母関係
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生
殖
補
助
医
療
法
（G

esetz
ü

ber
die

m
edizin

isch
assistierte

F
ortpflan

zu
n

g
vom

18.
12.

1998,

二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
施
行
）、

及
び
、
変
更
さ
れ
た
連
邦
憲
法
（
二
四
条
、
一
一
九
条；

M
an

aï
F

am
P

ra
2002,197,218

ff.

参
照
。B

en
-A

m

注
（
５８
）S.70

ff.,120

ff.

も
参
照
（
イ
ス
ラ
ム
法
に
つ
い
て
も
））
も
同
様
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
法
状
況
の
さ
ら
な
る
概
観
は
、w

w
w

.ciec
1.org

（
フ
ラ
ン
ス
語
で
）。Cou

n
cilofE

u
rope,M

edically

assisted
procreation

an
d

th
e

protection
ofh

u
m

an
em

bryo-C
om

parative
stu

dy,S
traβbu

rg
1998

も
参
照
。

（
６２
）

フ
ラ
ン
ス
法
に
つ
い
て
は
、F

u
rkel

F
am

R
Z

1996,
772

ff.;
M

ü
n

zer,
F

ortpflan
zu

n
gsm

edizin
(D

iss.
T

ü
bin

gen
1990);

E
ser/K

och
/W

iesen
bart,R

egelu
n

gen
der

F
ortpflan

zu
n

gsm
edizin

(2
B

de.,1990)

参
照
。

（
６３
）

R
ec.D

alloz
1991,Ju

r.424

（C
h

artier

報
告
書S

.417
ff.

及
びT

h
ou

ven
in

評
釈S

.424
ff.

）。

（
６４
）

人
体
の
一
部
の
提
供
及
び
使
用
、
人
体
の
生
産
、
人
工
生
殖
並
び
に
出
産
前
診
断
に
関
す
る
法
律
（G

esetz
N

r.
24-654

ü
ber

die

S
pen

de
u

n
d

die
V

erw
en

du
n

g
von

T
eilen

u
n

d
P

rodu
kten

des
m

en
sch

lich
en

K
örpers,

die
kü

n
stlich

e
F

ortpflan
zu

n
g

u
n

d
die

prän
atale

D
iagn

ostik

）、
及
び
、
人
体
の
保
護
に
関
す
る
法
律（G

esetz
N

r.94-653
ü

ber
den

S
ch

u
tz

des
m

en
sch

lich
en

K
örpers,J.O

.vom
30.7.1994,11056

）。

（
６５
）

オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
や
ス
イ
ス
法
も
同
じ
で
あ
る
、
注
（
６１
）。

（
６６
）

一
九
九
四
年
七
月
二
七
日
の
憲
法
院
（C

on
seil

C
on

st.

）
の
判
決
に
よ
れ
ば
（J.O

.vom
29.

7.
1994,

11024

）、
こ
れ
は
、
例
え

ば
、
自
ら
の
血
統
を
知
る
と
い
う
子
の
憲
法
上
の
権
利
に
違
反
す
る
。
別
の
見
解
と
し
て
―
一
九
八
九
年
の
児
童
の
権
利
に
関
す
る
国
連
条

約
七
条
を
指
摘
し
て
―F

u
rkel

F
am

R
Z

1996,772,774.

も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
同
様
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
や
ス
イ
ス
法
も
﹇
提

供
者
と
子
の
親
子
関
係
を
否
定
し
て
い
る
が
、﹈
子
に
（
一
八
歳
か
ら
）
情
報
権
（In

fom
ation

srech
t

）
を
認
め
て
い
る
。

（
６７
）

C
.A

pp.R
en

n
es,L

e
D

alloz
2002,Ju

r.2902.

（
６８
）

C
.A

pp.P
aris,R

ec.D
alloz

1990,Ju
r.540

;
C

.A
pp.P

au
,R

ec.D
alloz

1991,Ju
r.380.

（
６９
）

前
掲
注
（
６３
）
参
照
。

（
７０
）

R
ec.D

alloz
1993,S

om
m

.119

（V
assau

x-V
an

oversch
elde

評
釈
）。

（
７１
）

R
ec.D

alloz
1994,Ju

r.581

（C
h

artier

評
釈
）。

（
７２
）

C
.

A
pp.

R
en

n
es

注
（
６７
）（G

ran
et

評
釈
）（
養
子
縁
組
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
形
成
さ
れ
た
法
律
上
の
親
子
関
係
の
承

翻 訳
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認
が
問
題
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
）。

（
７３
）

例
え
ば
、（
ク
ロ
ー
ン
生
殖
（prokreativen

K
lon

e

）
と
は
異
な
っ
て
）
治
療
の
た
め
の
ク
ロ
ー
ン
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
一
四
日
目

ま
で
は
胚
を
用
い
て
学
問
的
な
実
験
が
行
わ
れ
て
も
よ
い
（
そ
の
胚
は
こ
の
目
的
の
た
め
だ
け
に
形
成
さ
れ
て
も
よ
い
。
二
〇
〇
一
年
ヒ
ト

の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
（
注
（
７５
））
を
補
足
（S

ch
edu

le
3

）、
い
わ
ゆ
る
「
二
〇
〇
三
年
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す

る
法
律
」）。
遺
伝
病
の
疾
患
を
持
つ
子
が
産
ま
れ
た
親
が
、
第
一
子
の
治
療
の
た
め
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幹
細
胞

（S
tam

m
zellen

）
の
取
り
出
し
を
胚
の
時
期
に
行
う
た
め
に
、
健
康
な
第
二
子
を
作
る
こ
と
を
、
ロ
ン
ド
ン
の
控
訴
裁
判
所
も
既
に
認
め

て
い
る
。R

(Q
u

in
tavalle)

v.
H

u
m

an
F

ertilization
an

d
E

m
bryology

A
u

th
ority,

E
n

tsch
eidu

n
g

vom
16.

5.
2003,

(2003)

E
W

C
A

C
iv

667.
死
後
の
授
精
も
、
二
〇
〇
〇
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
一
定
の
条
件
の
も
と
に
認
め
ら
れ
た
（
二
〇
〇
〇
年
ヒ
ト
の
受
精
及

び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
二
八
条
）。

（
７４
）

H
alsbu

ry’s
S

tatu
tes

B
d.

12,
S

.
865

;

こ
の
法
律
は
、
一
九
八
五
年
一
月
八
日
の
「
コ
ッ
ト
ン
事
件
」
に
迅
速
に
対
応
し
た
も
の

で
あ
る
（R

e
a

B
aby

(1985)
F

L
R

846

）。
こ
の
事
件
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
代
理
母
が
、
依
頼
し
た
ア
メ
リ
カ
人
親
の
た
め
に
子
を
産
ん

だ
も
の
で
あ
っ
た
。
高
等
法
院
は
依
頼
し
た
親
に
子
の
監
護
権
を
与
え
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
出
国
を
認
め
た
。

（
７５
）

H
alsbu

ry’s
S

tatu
tes

B
d.28

ch
ap.37,S

.289
ff.

（
７６
）

代
理
出
産
取
決
め
法
二
条
、
三
条
。
も
っ
と
も
、
代
理
母
や
依
頼
し
た
親
に
は
刑
罰
が
科
さ
れ
な
い
。

（
７７
）

代
理
出
産
取
決
め
法
一
条
六
項
。
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
二
八
条
一
項
、
二
項
、
四
項
。

（
７８
）

G
oeld

el

注
（
５２
）S

.103,122
;

M
organ

,T
h

e
S

u
rrogacy

S
tory,49

M
od.L

.R
ev.358,364

(1986)

も
参
照
。

（
７９
）

代
理
出
産
取
決
め
法
一
Ａ
条
（
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
三
六
条
一
項
）。
こ
れ
は
「
無
効
」
と
同
等
に
取
り
扱
わ
れ
て

は
な
ら
な
い
（G

oeld
el

a.a.O
.

S
.

107
;

こ
れ
に
対
し
て
正
当
に
も
、B

en
-A

m

注
（
５８
）S

.
181

）。
ド
イ
ツ
法
で
も
、
無
効
な
契
約
と
、

有
効
で
は
あ
る
が
執
行
で
き
な
い
契
約
（「
不
完
全
な
債
務
」）
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
Ｂ
�
２
参
照
。

（
８０
）

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、B

en
-A

m

注
（
５８
）S

.102.

（
８１
）

後
者
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
は
、G

oeld
el

注
（
５２
）S

.117
ff.

こ
の
点
に
関
す
る
国
際
私
法
に
つ
い
て
は
、
後
掲
Ｄ
�
３
。

（
８２
）

初
め
て
実
際
に
適
用
さ
れ
た
事
案
と
し
て
、R

e
W

(M
in

ors)(S
u

rrogacy)(1991)1
F

L
R

385

参
照
。

（
８３
）

G
oeld

el

注
（
５２
）S

.116
;

H
en

rich
,R

eform
en

im
en

glisch
en

K
in

dsch
aftsrech

t,
S

ch
w

ab/H
en

rich
,

E
n

tw
icklu

n
gen

代理母関係
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des
eu

ropäisch
en

K
in

dsch
aftsrech

ts
(2.A

u
fl.1996)S

.35
ff.;

後
掲
Ｄ
�
２
参
照
。

（
８４
）

立
法
背
景
に
つ
い
て
、B

en
-A

m

注
（
５８
）S

.104
f.

（
８５
）

ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
三
〇
条
七
項
、
及
び
、
代
理
出
産
取
決
め
法
参
照
。
全
体
に
つ
い
て
、C

retn
ey,E

lem
en

ts

ofF
am

ily
L

aw
(1992)204

f.;
H

ad
erka

,F
estsch

rift
Jan

S
tepan

(1994)171
ff.

（
８６
）

R
e

A
doption

A
pplication

(1987)2
F

L
R

291

（
有
償
の
代
理
母
契
約
）
参
照
。

（
８７
）

A
.V

.c.(1978)8
F

am
.L

aw
170

;
(1985)F

L
R

445
;

R
e

P
.(1987)2

F
L

R
421

参
照
。

（
８８
）

ヒ
ト
の
生
殖
に
お
け
る
医
療
補
助
に
関
す
る
法
律
（G
esetz

3089/2002
zu

r
“m

edizin
isch

en
H

ilfe
bei

der
m

en
sch

lich
en

F
ortpflan

zu
n

g”,
R

egieru
n

gsblatt
vom

23.
12.

2002,
A

/327

）。
そ
の
基
礎
に
な
っ
た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
の
専
門
家
グ

ル
ー
プ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
法
律
草
案
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
二
〇
〇
二
年
四
月
に
公
表
さ
れ
激
し
く
議
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。Irin

i

K
iriakaki,D

as
n

eu
e

G
esetz

3089/2002
G

riech
en

lan
ds

zu
r

“m
edizin

isch
en

A
ssistieru

n
g

beider
H

u
m

an
reprodu

ktion
”,

M
edR

﹇
未
公
表
﹈

（
８９
）

ヒ
ト
の
細
胞
を
用
い
た
研
究
や
操
作
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
一
四
五
五
条
二
項
、
三
項
及
び
一
四
五
九
条
を
参
照
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

Irin
iK

iriakaki,D
ie

R
egelu

n
g

der
E

m
bryon

en
forsch

u
n

g
in

G
riech

en
lan

d

﹇
未
公
刊
﹈。

（
９０
）

よ
り
広
い
範
囲
で
許
さ
れ
て
い
る
人
工
授
精
（
ギ
リ
シ
ャ
民
法
一
四
五
五
条
、
一
四
六
〇
条
）
や
死
後
の
授
精
（
ギ
リ
シ
ャ
民
法
一
四

五
七
条
）
に
つ
い
て
は
、K

iriakaki
M

edR
﹇
未
公
表
﹈
参
照
。

（
９１
）

ギ
リ
シ
ャ
民
法
一
四
五
八
条
「
別
の
女
性
へ
そ
の
者
に
由
来
し
な
い
受
精
卵
を
移
植
し
、
そ
の
後
妊
娠
さ
せ
る
こ
と
は
、
移
植
前
に
裁

判
所
が
子
を
望
む
者
に
与
え
た
許
可
に
よ
っ
て
の
み
許
さ
れ
、
そ
れ
は
、
子
を
望
む
者
、
出
産
す
る
女
性
、
及
び
、
出
産
す
る
女
性
が
婚
姻

し
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
夫
の
間
に
お
け
る
書
面
の
合
意
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。
裁
判
所
に
よ
る
許
可
は
子
を
望
む
女
性
の
申

立
に
よ
り
、
妊
娠
が
医
学
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
出
産
す
る
女
性
が
そ
れ
に
適
し
た
健
康
状
態
に
あ
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
。」（
本

注
及
び
注
（
９３
）
の
﹇
ド
イ
ツ
語
へ
の
﹈
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
（T

h
essalon

iki

）
大
学
のP

rofessor
D

r.
A

th
an

assios

P
ou

liad
is

に
感
謝
す
る
。）

（
９２
）

立
法
解
説
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
を
参
照
し
て
、K

iriakaki
M

edR

﹇
未
公
表
﹈

（
９３
）

ギ
リ
シ
ャ
民
法
一
四
六
四
条
「
出
産
す
る
者
が
別
の
女
性
で
あ
る
一
四
五
八
条
の
条
件
に
従
っ
た
人
工
授
精
の
場
合
、
子
の
母
は
、
裁

翻 訳
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判
所
に
よ
っ
て
当
該
許
可
が
与
え
ら
れ
た
女
性
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

子
が
出
産
し
た
女
性
に
生
物
上
は
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
推
定
は
、
推
定
さ
れ
る
母
又
は
出
産
し
た
女
性
に

よ
る
母
子
関
係
否
認
の
訴
え
（M

u
ttersch

aftsan
fech

tu
n

gsklage

）
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
。
否
認
の
訴
え
は
、
否
認
権
者
本
人
、
そ
の

特
別
代
理
人
、
又
は
、
裁
判
所
が
許
可
し
た
法
定
代
理
人
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
。

裁
判
所
に
よ
り
否
認
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
、
か
つ
、
も
は
や
そ
れ
に
対
し
て
上
訴
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
は
、
出
生
時
に

遡
っ
て
、
そ
の
子
を
産
ん
だ
女
性
を
母
と
し
て
持
つ
こ
と
に
な
る
。」

（
９４
）

一
九
九
九
年
に
お
い
て
は
ま
だ
、
ヘ
ラ
ク
リ
オ
ン
（H

eraklion

）
の
地
方
裁
判
所
は
、
借
り
腹
型
代
理
母
関
係
の
事
案
に
お
い
て
、

懐
胎
し
た
女
性
と
そ
の
夫
を
子
の
法
律
上
の
親
と
確
定
し
、
卵
子
提
供
者
に
養
子
縁
組
の
方
法
を
指
示
し
た
。U

rteil
N

r.
31/5893/176/

1999.

こ
れ
は
、K

iriakaki
M

edR

﹇
未
公
表
﹈
の
注
（
９０
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
９５
）

G
oeld

el

注
（
５２
）S

.67
ff.;

F
ru

ch
t

注
（
４１
）S

.13
ff.,107

ff.

に
お
け
る
説
明
。

（
９６
）

U
.L

.A
.,B

d.9
B

,287
(1987).

（
９７
）

U
n

iform
S

tatu
s

ofC
h

ildren
ofA

ssisted
C

on
ception

A
ct,U

.L
.A

.,B
d.9

B
,S

u
pp.1988,87.

（
９８
）

稀
で
あ
る
―
ア
リ
ゾ
ナ
州
、A

riz.R
ev.S

tat.A
n

n
.§

25-218
(1989).

（
９９
）

多
く
の
州
、
特
に
ミ
シ
ガ
ン
州
、M

ich
.C

om
p.L

aw
s

A
n

n
.§

722.855
(W

est
S

u
pp.1990);

さ
ら
に
、
フ
ロ
リ
ダ
州
、
ケ
ン
タ

ッ
キ
ー
州
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
、
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
。

（
１００
）

バ
ー
ジ
ニ
ア
州
、V

a.C
ode

A
n

n
.§
§

20.156-20.165.

（
１０１
）

ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
、A

rk.S
tat.A

n
n

.§
9-10-201

(1989);

ネ
バ
ダ
州
、N

ev.R
ev.S

tat.A
n

n
.§

127.287
(5).

（
１０２
）

In
R

e
B

aby
M

,537
A

.2
n

d.1227
(N

.
J.

1988);
こ
れ
に
つ
い
て
、C

oester-W
altjen

F
am

R
Z

1988,
573

;
V

oss
F

am
R

Z

2000,1552
;

G
oeld

el

注
（
５２
）S

.8
ff.

（
１０３
）

In
R

e
M

arriage
of

M
osch

etta,
30

C
al.

R
eptr.

2
d

893
(C

al.
C

t.
A

pp.
1994);

R
.

R
.

v.
M

.
H

.,
689

N
.

E
.

2
n

d.
790

(M
ass.1998)

（
代
理
母
は
誕
生
前
に
既
に
、
子
の
引
き
渡
し
を
拒
否
し
て
い
た
）。

（
１０４
）

Joh
n

son
v.C

alvert,851
P

.2
n

d
776

(C
al.

1993);

ギ
リ
シ
ャ
法
に
つ
い
て
は
、
前
掲
�
３
参
照
。F

ru
ch

t

注
（
４１
）S

.
91

に

よ
れ
ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
評
価
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
多
く
の
州
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

代理母関係
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（
１０５
）

In
R

e
M

arr.ofB
u

zzan
ca,72

C
al.R

ptr.2
n

d
280

(C
al.A

pp.1998).

（
１０６
）

C
oester-W

altjen
F

am
R

Z
1992,369,371,372

;
S

ch
legel

F
u

R
1996,116,118

;
F

O
C

U
S

36/2003,S
.74

ff.

も
参
照
。

（
１０７
）

B
ackm

an
n

注
（
５２
）S

.
90.

し
か
し
、
特
別
に
、
外
国
で
の
ド
イ
ツ
人
の
行
為
に
刑
罰
を
科
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
例
え
ば
、
ド

イ
ツ
刑
法
五
条
一
二
号
の
「
公
職
に
あ
た
る
者
（A

m
tsträger

）」
と
し
て
の
ド
イ
ツ
人
大
学
教
授
は
、
外
国
に
お
い
て
も
胚
保
護
法
に
違

反
し
て
は
な
ら
な
い
（
も
っ
と
も
、
私
的
な
研
究
機
関
の
ド
イ
ツ
人
を
除
く
）。

（
１０８
）

こ
れ
に
つ
い
て
、
近
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
違
反
で
は
な
い
と
し
た
。N

JW
2003,2145.

（
１０９
）

S
tau

d
in

ger/H
en

rich
(2002)

A
rt.19

R
n

.74
;

A
rt.20

R
n

.48

参
照
。C

.A
pp.R

en
n

es,L
e

D
alloz

2002,Ju
r.2902

の

事
件
も
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
（
依
頼
を
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
母
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
代
理
母
に
代
わ
っ
て
）

出
生
登
録
簿
に
母
と
登
録
さ
れ
た
）。
出
生
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
女
性
は
、
一
九
六
二
年
の
国
際
身
分
登
録
委
員
会
条
約
（C

IE
C

A
bkom

m
en

von
1962

）
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
で
も
法
律
上
の
母
と
な
る
。
そ
の
女
性
が
外
国
人
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
本
国
法
に
よ
り
母

子
関
係
が
有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
身
分
登
録
法
（P

S
tG

）
二
九
ｂ
条
に
よ
り
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
登
録
簿
に
も
記
載
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

（
１１０
）

M
ü

n
ch

K
om

m
-B

G
B

/K
lin

kh
ard

t
(3.

A
u

fl.
1998)

A
rt.

19
E

G
B

G
B

R
n

.
14

;
R

au
sch

er,
IP

R
(2.

A
u

fl.
2002)

S
.

190
;

von
H

offm
an

n
,IP

R
(6.A

u
fl.1999)S

.324
;

H
en

rich
F

am
R

Z
1998,1401,1402

;
L

oosch
eld

ers
IP

R
ax

1999,420,421.

（
１１１
）

B
ackm

an
n

注
（
５２
）S

.
105

;

父
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
四
条
二
項
、
一
六
〇
〇
ｄ
条
一
項
参
照
。
母
子
関
係

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
一
条
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

（
１１２
）

一
つ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
第
一
に
、
子
の
常
居
所
地
法
（
一
項
）
が
準
拠
法
と
な
り
、
こ
の
法
に
よ
っ
て
親
子
関
係
が
確
定
さ
れ

な
い
場
合
の
み
、
次
に
二
項
又
は
三
項
が
準
拠
法
と
な
る
。S

ieh
r,IP

R
(2001)

S
.36,38

;
von

H
offm

an
n

,IP
R

S
.325

;
A

n
d

rae,

In
tern

ation
ales

F
am

ilien
rech

t
(1999)

R
n

.
460

;
B

ackm
an

n

注
（
５２
）S

.
106.

別
の
見
解
で
は
、
時
間
的
に
早
い
親
子
関
係
の

形
成
が
優
先
さ
れ
る
か
、
又
は
、
法
律
に
よ
る
親
子
関
係
が
認
知
に
優
先
す
る
。（P

alan
d

t/H
eld

rich
(62.A

u
fl.2003)A

rt.19
E

G
B

G
B

R
n

.6
;

R
au

sch
er,IP

R
S

.207,208

（
同
時
の
場
合
に
は
、
子
に
選
択
権
が
あ
る
と
す
る
））。
実
務
で
は
、
最
終
的
に
ド
イ
ツ
法
へ
と
導

く
連
結
を
優
先
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（B

ayO
L

G
F

am
R

Z
2000,699,700

;
S

tau
d

in
ger/H

en
rich

(2002)A
rt.19

R
n

.23

）。

（
１１３
）

S
tau

d
in

ger/H
en

rich
A

rt.19
R

n
.78

;
B

ackm
an

n

注
（
５２
）S

.111.

翻 訳
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（
１１４
）

母
子
関
係
に
つ
い
て
は
、M

ü
n

ch
K

om
m

-B
G

B
/K

lin
kh

ard
t

A
rt.20

R
n

.9
;

S
tau

d
in

ger/H
en

rich
A

rt.20
R

n
.48

参
照
。

（
１１５
）

B
ackm

an
n

注
（
５２
）S

.117
ff.

（
１１６
）

B
ackm

an
n

注
（
５２
）S

.121
;

B
in

d
er

注
（
２
）S

.140
f.

に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
違
反
に
も
な
る
。

（
１１７
）

B
V

erfG
N

JW
1989,891

ff.

（
１１８
）

S
tau

d
in

ger/H
en

rich
A

rt.19
R

n
.223

;
M

ü
n

ch
K

om
m

-B
G

B
/K

lin
kh

ard
t

A
rt.20

R
n

.13.

（
１１９
）

渉
外
事
件
で
は
、
ド
イ
ツ
法
が
準
拠
法
の
場
合
で
も
、
特
に
子
の
福
祉
の
審
査
の
中
で
問
題
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
特
に
注
目
す
べ
き
「
代
理
母
関
係
」
の
事
件
（A

G
B

ersen
brü

ck,L
G

O
lden

bu
rg,O

L
G

O
lden

bu
rg,

す
べ
てIP

R
ax

1998,491

（Jaym
e

評
釈
））
―
エ
ジ
プ
ト
人
男
性
が
ド
イ
ツ
人
妻
と
ド
イ
ツ
で
生
活
し
て
い
た
が
、
そ
の
夫
婦
に
は
子
が
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

そ
の
夫
は
イ
ス
ラ
ム
法
に
従
っ
て
エ
ジ
プ
ト
で
二
番
目
の
妻
と
婚
姻
し
、
そ
の
妻
を
ド
イ
ツ
に
連
れ
て
き
て
、
ド
イ
ツ
で
両
方
の
妻
と
う
ま

く
生
活
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
二
番
目
の
妻
か
ら
産
ま
れ
た
子
が
、
一
番
目
の
妻
で
あ
る
ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て
養
子
縁
組
さ
れ
よ
う
と
し
た

―
裁
判
所
は
、
子
に
と
っ
て
「
そ
の
身
元
を
混
乱
さ
せ
る
側
面
が
あ
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
養
子
縁
組
を
認
め
な
か
っ
た
。

（
１２０
）

S
tau

d
in

ger/F
ran

k
§

1741
R

n
.34

;
E

rm
an

/H
olzh

au
er§

1741
R

n
.20

;
M

ü
n

ch
K

om
m

-B
G

B
/M

au
rer§

1741
R

n
.23.

（
１２１
）

M
ü

n
cK

om
m

-B
G

B
/M

au
rer

a.a.O
.

（
１２２
）

前
掲
注
（
４４
）
参
照
。

（
１２３
）

「B
aby

M

事
件
」
に
お
け
る
第
一
審
裁
判
所
が
そ
う
で
あ
る
、S

u
p.C

t.N
.J.,525

A
.2

n
d

F
28

f.

（
１２４
）

L
G

F
ran

kfu
rt

S
tA

Z
1995,

74,
75

;
F

ru
ch

t
注
（
４１
）S

.
224

f.;
B

ackm
an

n

注
（
５２
）S

.
130

;
S

tau
d

in
ger/H

en
rich

A
rt.22

R
n

.91.

（
１２５
）

前
掲
Ｃ
�
２
参
照
。
こ
の
こ
と
は
、
三
〇
条
の
決
定
へ
の
養
子
縁
組
法
の
適
用
を
認
め
た
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
三

〇
条
九
項
か
ら
特
に
明
ら
か
と
な
る
。

（
１２６
）

B
ackm

an
n

注
（
５２
）S

.
131.

ギ
リ
シ
ャ
法
と
異
な
っ
て
（
前
掲
�
１
）、
ヒ
ト
の
受
精
及
び
胚
研
究
に
関
す
る
法
律
三
〇
条
に
お
い

て
は
、
法
律
上
の
親
の
裁
判
に
よ
る
変
更
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

（
１２７
）

S
tau

d
in

ger/H
en

rich
A

rt.19
R

n
.78.

（
１２８
）

例
え
ば
、
前
掲
注
（
１０２
）
の
「B

aby
M

事
件
」、
同
様
に
、
一
九
九
一
年
の
破
毀
院
の
事
件
（
注
（
６３
））
に
お
け
る
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー

代理母関係
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州
の
裁
判
所
、
及
び
、「
コ
ッ
ト
ン
事
件
」（
注
（
７４
））
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
高
等
裁
判
所
。

（
１２９
）

B
ackm

an
n

注
（
５２
）S

.132

参
照
。

（
１３０
）

子
の
常
居
所
地
が
ド
イ
ツ
で
あ
る
場
合
、
ド
イ
ツ
法
が
準
拠
法
と
な
る
。
婚
姻
し
て
い
な
い
父
を
監
護
権
者
と
指
定
す
る
こ
と
は
、
ド

イ
ツ
民
法
一
六
七
二
条
一
項
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
代
理
母
が
同
意
し
て
も
、
そ
の
指
定
が
行
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
子
の

福
祉
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
と
家
庭
裁
判
所
が
認
め
た
場
合
の
み
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
、
詳
細
は
、S

tau
d

in
ger/C

oester
(2000)

§
1672

R
n

.11
ff.

）。
こ
の
評
価
の
中
で
代
理
母
と
な
る
合
意
は
、
否
定
的
に
作
用
す
る
場
合
が
あ
ろ
う
。

（
１３１
）

国
際
法
上
の
条
約
、
例
え
ば
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
、
ハ
ー
グ
未
成
年
者
保
護
条
約
（M

S
A

）、
又
は
、
二
カ
国
間
条
約
が
適
用
さ

れ
な
い
限
り
で
、
そ
の
承
認
は
ド
イ
ツ
非
訟
事
件
手
続
法
一
六
ａ
条（
前
掲
１
）に
よ
る
。
全
体
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、Stau

d
in

ger/H
en

rich

A
rt.21

R
n

.175
ff.

参
照
。

（
１３２
）

S
tau

d
in

ger/H
en

rich
A

rt.21
R

n
.247-249.

も
っ
と
も
、
子
の
福
祉
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
監
護
権
者
の
決
定
を
常

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
実
質
法
（
ド
イ
ツ
民
法
一
六
九
六
条
一
項
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
審
査
は
意
味
の
な
い
も
の
と
な
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
子
の
常
居
所
地
が
ド
イ
ツ
で
あ
る
場
合
、
外
国
の
監
護
権
者
決
定
も
変
更
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

S
tau

d
in

ger/C
oester

(2000)§
1696

R
n

.122.

（
１３３
）

S
tad

u
in

ger/H
en

rich
A

rt.
19

R
n

.
229

;

代
理
母
か
ら
産
ま
れ
た
双
子
が
既
に
六
年
間
、
依
頼
し
た
親
と
生
活
し
て
い
た
事
案
で

あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
のC

.A
pp.R

en
n

es

注
（
６７
）
判
決
が
公
序
に
依
拠
し
た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
不
可
解
で
あ
る
。

（
１３４
）

他
の
契
約
に
つ
い
て
も
詳
細
に
は
、B

ackm
an

n
注
（
５２
）S

.136
ff.

（
１３５
）

B
ackm

an
n

注
（
５２
）S

.159

も
そ
う
で
あ
る
。

（
１３６
）

親
族
法
上
の
契
約
を
、
契
約
法
で
は
な
く
、
親
族
法
上
の
抵
触
規
定
に
一
般
的
に
服
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、Stau

d
in

ger/
M

agn
u

s

(2002)A
rt.28

R
n

.641

参
照
。

（
１３７
）

ド
イ
ツ
の
公
序
の
一
部
と
し
て
の
良
俗
違
反
性
に
つ
い
て
は
、M

ü
n

ch
K

om
m

-B
G

B
/S

on
n

en
berger

A
rt.

6
R

n
.

63
;

C
oester-

W
altjen

,G
u

tach
ten

zu
m

56.D
JT

(1986)B
91

参
照
。

（
１３８
）

こ
れ
に
つ
い
て
の
み
で
あ
っ
て
、
代
理
母
契
約
全
体
が
自
動
的
に
そ
う
な
る
の
で
は
な
い
。

（
１３９
）

一
九
九
一
年
の
破
毀
院
判
決
（
注
（
６３
））
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
を
も
と
に
し
て
い
る
。
第
一
審
判
決
に
つ
い
て
は
、C

oester-

翻 訳
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W
altjen

IP
R

ax
1992,125

f.

（
１４０
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
別
の
評
価
を
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。C

.A
pp.

R
en

n
es,

L
e

D
alloz

2002,Ju
r.2903,2904

に
対
す
るG

ran
et

評
釈
も
同
様
で
あ
る
。

あ

と

が

き

渡

辺

惺

之

M
ich

ael
C

oester

教
授
は
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
法
学
部
の
教
授
で
、
同
大
学
の
民
法
・
民
事
訴
訟
法
研
究
所
に
所
属
し
て
お
ら
れ
る
。

一
九
八
一
年
か
ら
一
九
九
四
年
ま
で
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
の
民
法
・
経
済
法
の
教
授
で
、
一
九
九
四
年
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
の
教
授
と
な

ら
れ
た
。
研
究
分
野
は
家
族
法
か
ら
経
済
法
へ
と
幅
広
く
、
多
く
の
著
書
や
論
文
を
公
表
し
て
お
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
家
族
法
分
野
で
は
、

D
as

K
in

desw
oh

l
als

R
ech

tsbegriff.
D

ie
rich

terlich
e

E
n

tsch
eidu

n
g

ü
ber

die
elterlich

e
S

orge
beim

Z
erfall

der

F
am

ilien
gem

ein
sch

aft
(1983)

、
経
済
法
分
野
で
はS

tau
din

ger

の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
Ａ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
を
担
当
さ
れ
る
等
の
数
多
く
の
業

績
を
上
げ
て
お
ら
れ
る
。
最
近
に
公
表
さ
れ
た
論
文
と
し
て
、M

ich
aelC

oester/B
asilM

aerkesin
is,”L

iability
ofF

in
an

cialE
xperts

in
G

erm
an

an
d

A
m

erican
L

aw
:

A
n

E
xercise

in
C

om
parative

M
eth

odology”
51

A
m

erican
Jou

rn
al

of
C

om
parative

L
aw

275

が
あ
る
。

代
理
母
問
題
は
近
年
の
生
殖
補
助
医
療
技
術
の
著
し
い
発
展
に
よ
り
法
律
学
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
新
た
な
重
要
問
題
と
い
え
る
。
そ
の
核

心
は
法
と
生
命
倫
理
と
い
う
重
い
課
題
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
関
わ
る
法
制
度
は
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
歴
史
的
伝
統
、
宗
教
的
背
景
等

に
よ
り
多
様
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。
同
時
に
法
的
問
題
と
し
て
は
実
親
子
関
係
、
特
に
母
子
関
係
を
含
め
た
実
親
子
関
係
の
規
律
と
い
う

社
会
と
法
制
度
の
根
幹
的
な
構
成
に
関
わ
る
強
行
法
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
困
難
な
国
際
私
法
上
の
問
題
が
生
じ
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。
実
際
、
日
本
に
お
い
て
も
最
近
こ
の
種
の
国
際
私
法
問
題
が
米
国
法
と
の
間
で
生
じ
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
い
て
も
家
族
法
の
中
核
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
法
制
度
の
違
い
は
多
様
で
深
刻
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。C

oester

教
授
の
報
告
は

こ
れ
ら
を
手
際
よ
く
概
観
し
、
特
に
ギ
リ
シ
ャ
法
に
関
し
て
最
近
の
法
制
度
を
紹
介
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
際
私
法
問
題
を
紹
介
し
て
お

り
、
類
似
問
題
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
今
後
の
わ
が
国
に
つ
い
て
も
有
益
な
示
唆
を
含
む
と
思
わ
れ
る
。

C
oester

教
授
の
論
文
の
翻
訳
は
福
岡
大
学
法
学
部
の
北
坂
尚
洋
講
師
に
お
願
い
し
た
。
講
演
の
際
の
司
会
及
び
質
疑
応
答
、
又
、
翻
訳

に
際
し
て
も
、
大
阪
大
学
大
学
院
国
際
公
共
政
策
研
究
科
の
床
谷
文
雄
教
授
の
ご
協
力
と
ご
教
示
を
頂
い
た
。
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

代理母関係
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